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第一章 事業承継の重要性 

１．中小企業の事業承継を取り巻く現状 

（１）中小企業の重要性 

中小企業が我が国経済・社会の基盤を支える存在であることは、改めて指摘

するまでもない。中小企業は我が国企業数の約 99％（小規模事業者は約 85％）、

従業員数の約 70％（小規模事業者は約 24％）を占めており、地域経済・社会を

支える存在として、また雇用の受け皿として極めて重要な役割を担っている（図

表１、２）。 

 

図表１：企業数の内訳1 

 

 

図表２：従業員数の内訳2 

 
                                                   
1 （出典）総務省「平成 26 年経済センサス-基礎調査」再編加工 
2 同上 
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また、中小企業の中には時代の先駆けとして積極果敢に挑戦し、その過程で

生み出したアイディア、技術やサービス等を武器として、大企業と渡り合い、

あるいは新たな市場の開拓に成功する企業も存在し、我が国経済の活性化の一

翼を担っているといえる。  

このことは、小規模事業者についても同様である。小規模事業者は所在する

市区町村や近隣自治体への商品販売の割合が多いなど、特に地域における商

品・サービスの提供主体として欠くことのできない役割を担っている。一方、

他者の提供する商品やサービスを購入する消費者の立場も併せ持っており、小

規模事業者を介した循環型地域経済を形成しているのである。 

国として、このような中小企業の成長を後押しし未来に承継していくことは、

日本経済が持続的な発展を続けていくために必要不可欠な取組である。 

 

（２）中小企業の現状と経営者の高齢化 

 「中小企業白書（2016 年版）」3によれば、我が国経済は、経常利益が過去最

高水準を記録するなど景況感は改善傾向にあり、賃金も上昇傾向が続くなど総

じてみれば緩やかな回復を実現しているとされている。 

 一方で、中小企業の数については、1999 年から 2015 年までの 15 年間に約

100 万社減少しており、ピークであったリーマンショック後も緩やかではあるが

中小企業数は減少傾向にある。 

これと同時に、経営者の高齢化も進んでいる。経営者交代率は長期にわたっ

て下落傾向にあり、昭和 50 年代に平均 5％であった経営者交代率は、足下約 10

年間の平均では 3.5％に低下、2011 年には 2.46％まで落ち込んでいる。これに

伴い全国の経営者の平均年齢は 59歳 9ヵ月と、過去最高水準に到達している（図

表３）。 

 

  

                                                   
3 中小企業庁ホームページ

（http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/PDF/h28_pdf_mokujityuu.html）

参照 
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図表３：経営者の平均年齢と交代率4 

 

経営者交代率が長期にわたり下落傾向にあることは、多くの企業において経

営者の交代が起こっていないことを示している。その結果として、1995 年頃に

は 47 歳前後であった経営者年齢のボリュームゾーンも 2015 年には 66 歳前後

になっている（図表４）。 

中小企業経営者の引退年齢は規模や企業の状況にもよるが平均では 67～70

歳程度であるため（図表５）、今後５年程度で多くの中小企業が事業承継のタイ

ミングを迎えることが想定される。 

このような状況を踏まえると、中小企業の活力の維持・向上のため、事業承

継の円滑化に向けた取組は中小企業経営者や支援機関5、国・自治体等、すべて

の当事者にとって喫緊の課題であると言える。 

  

                                                   
4 （出典）帝国データバンク「全国社長分析」（2012 年） 

 （備考）「全国社長分析」では 2011 年調査までは個人経営の代表を含んだ調査、2012 年

調査からは株式会社、有限会社に限定した調査となっており、株式会社、有限

会社に限定した場合、2012年の経営者の交代率は3.61％、経営者平均年齢は58.7

歳。 
5 以下、主に商工会・商工会議所、金融機関、士業等専門家、中央会・同業種組合をいう。 
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図表４：中小企業の経営者年齢の分布（年代別）6 

 

図表５：経営者の平均引退年齢の推移7 

 

                                                   
6 （出典）中小企業庁委託調査「中小企業の成長と投資行動に関するアンケート調査」（2015

年 12 月、（株）帝国データバンク）、（株）帝国データバンク「COSMOS1 企業単独財務フ

ァイル」、「COSMOS2 企業概要ファイル」再編加工 
7 （出典）中小企業庁委託調査「中小企業の事業承継に関するアンケート調査」（2012 年

11 月、（株）野村総合研究所） 
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（３）中小企業における事業承継の現状 

① 後継者確保の困難化 

日本政策金融公庫総合研究所が 2016 年に公表した調査8によれば、調査対象

企業約 4000 社のうち 60 歳以上の経営者の約半数（個人事業主に限っていえば

約 7 割）が廃業を予定していると回答している（図表６）。そのうち廃業を予定

している企業に廃業理由を聞いたところ、「当初から自分の代限りで辞めようと

考えていた」（38.2％）、「事業に将来性がない」（27.9％）に続いて、「子供に継

ぐ意志がない」「子供がいない」「適当な後継者が見つからない」といった後継

者難を挙げる経営者が合計で 28.6％に達した（図表７）。 

この背景には、近年の息子・娘の職業選択の自由をより尊重する考え方の広

がりや、足下の業績から予測される自社の将来性が不透明であること等、事業

承継に伴うリスクに対する不安の増大等の事情があると指摘されている。 

 

図表６：後継者の決定状況9 

 

 

  

                                                   
8 （出典）日本政策金融公庫総合研究所「中小企業の事業承継に関するインターネット調査」

（2016 年 2 月） 
9 同上 
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図表７：廃業予定企業の廃業理由10 

 

なお、この調査では、廃業予定企業であっても、約 3 割の経営者が、同業他

社よりも良い業績を上げていると回答し（図表８）、今後 10 年間の将来性につ

いても約 4 割の経営者が少なくとも現状維持は可能と回答している（図表９）。

このことは、廃業予定企業が必ずしも業績悪化や将来性の問題のみから廃業を

選択しているわけではないことを示している。 

  

                                                   
10 （出典）日本政策金融公庫総合研究所「中小企業の事業承継に関するインターネット調

査」（2016 年 2 月）再編加工 
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図表８：同業他社と比べた業績11 

 

図表９：今後 10 年間の事業の将来性 

   

こうした企業が円滑に事業承継を行うことができれば、次世代に技術やノウ

ハウを確実に引き継ぐとともに、雇用を確保し、地域における経済活動への貢

献を続けることにもつながる。 

 

  

                                                   
11 （出典）日本政策金融公庫総合研究所「中小企業の事業承継に関するインターネット調

査」（2016 年 2 月）再編加工 
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 ② 親族外承継の増加 

後継者確保の困難化等の影響から、近年、親族内承継の割合の減少と親族外

承継の割合の増加が生じている。 

2015 年に中小企業庁が実施した調査12によれば、在任期間が 35 年以上 40 年

未満（現経営者が事業を承継してから 35 年から 40 年経過している）の層では

9 割以上が親族内承継、すなわち現経営者は先代経営者の息子・娘その他の親族

であると回答している。 

一方、この調査では在任期間が短いほど親族内承継の割合の減少と従業員や

社外の第三者による承継の増加傾向が見られ、特に直近 5 年間では親族内承継

の割合が全体の約 35％にまで減少し、親族外承継が 65％以上に達しているとの

結果が示されている（図表 10）。 

 

図表 10：経営者の在任期間別の現経営者と先代経営者との関係13 

 

 

（４）早期取組の重要性 

前記（３）で紹介したように、かならずしも業績に問題のない中小企業が廃

業の道を選んでしまう実態が存在する。そのような中小企業がやむを得ない廃

業に至ることなく、円滑な事業承継を実現するためには、早期に事業承継の計

画を立て、後継者の確保を含む準備に着手することが不可欠である。 

現に、中小企業経営者の高齢化が進んでいる状況の中、実際に準備に着手し

ている企業は 70 代、80 代の経営者ですら半数に満たない（図表 11）。準備に着

手していない中小企業の中には、様々な事情から実際の取組に移ることができ

ていない中小企業の他、そもそも事業承継に向けた準備の重要性を十分に認識

していない中小企業も多数存在しているものと考えられる。 

後継者の育成期間（図表 12）も含めれば、事業承継の準備には 5 年～10 年程
                                                   
12 みずほ総合研究所（株）「中小企業の資金調達に関する調査」（2015 年 12 月） 
13 同上 
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度を要することから、平均引退年齢が 70 歳前後であることを踏まえると、60

歳頃には事業承継に向けた準備に着手する必要がある。 

 

図表 11：経営者の年齢別にみた事業承継の準備状況14 

 
 

図表 12：後継者の育成に必要な期間15 

  

                                                   
14 （出典）（株）帝国データバンク「中小企業における事業承継に関するアンケート・ヒア

リング調査」（2016 年 2 月）再編加工 
15 （出典）中小企業基盤整備機構「事業承継実態調査」（2011 年 3 月） 
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事業承継には明確な期限がないことから、差し迫った理由、例えば健康上の

問題等がなければ、日々の多忙さに紛れ、対応を後回しにしてしまうことはや

むを得ない側面もある。しかし、経営者の交代があった中小企業において、交

代のなかった中小企業よりも経常利益率が高いとの報告（図表 13）もあり、事

業承継を円滑に行うことができれば事業の成長の契機となる。その反面、失敗

すれば事業の継続自体も危ぶまれる可能性がある。 

このことから、中小企業経営者が、自身の経営者としての責任において向き

合わざるを得ない課題が事業承継なのである。 

そこで、身近に相談できる者がおらず悩んでいる経営者や、日々の業務に追

われ、セミナーや相談窓口を訪問するための十分な時間をとれない経営者に対

しては、身近な支援機関等が日々のつながりの中で、事業の将来を見据えた積

極的な対話を通して、事業承継に向けた早期・計画的な取組を促すことが大切

である16。 

 

図表 13：経営者の交代による経常利益率の違い17 

 

                                                   
16 その際、事業承継は経営者個人や親族の財産や相続にかかわるセンシティブな問題であ

ることへの配慮を欠くことのないよう、注意すべきである。 
17 （出典）（株）帝国データバンク「COSMOS1 企業単独財務ファイル」、「COSMOS2 企

業概要ファイル」再編加工 

（注）2007 年度時点で 55 歳～64 歳の経営者について、2007 年度から 2008 年度にかけて

経営者の交代の有無により、経常利益率を比較。 
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【事例１】計画的な取組による事業承継の成功事例 

（事業承継計画の策定等を行い、子への円滑な承継を実現したケース） 

中小同族会社の創業者である社長Ａ（72 歳）は、後継者である子Ｂに社長職

を譲った上で引退することを考えていた。株式保有比率は、Ａが 80％、Ａの妻

が 20％で、今後段階的にＢに対して譲渡していくことにしていた。 

Ｂは後継者として将来社長職に就くことを了解していたが、営業担当者とし

て営業活動に従事していたものの、経営管理に関する知識に乏しく、実務にも

携わっていなかった。Ａは社長職をＢに譲ることはまだしも、株式を譲渡する

ことにより会社運営の決定権を渡すことは絶対できないとして悩んでいた。 

その後、相談に赴いた事業引継ぎ支援センターの助言も踏まえ、ＡはＢを含

む家族内で話し合いを行い、解決のためには事業承継を進めるための事前準備

を行う必要があるとの結論に至った。そして、社長交代や株式譲渡の時期、後

継者教育などについて、今後数年間をかけて徐々に進めていくために事業承継

計画を策定することとした。 

税理士などの専門家の支援を得ながら計画を策定する中で、以前からＢが経

営管理業務の習得を望んでいたことが判明したため、社内での実務習得に加え、

社外の研修等を受講し始めた。こうした行動の変化に安心したＡは、3 年後に社

長職をＢに譲り、5 年後までに全株式をＢに集中することを盛り込んだ事業承継

計画をＢとともに策定した。策定した計画については、主要取引先や金融機関

などにも開示し、その賛同を得ている。 

現在ＡとＢは、社長業の引継ぎを行うと同時に、Ｂを中心として事業承継計

画に盛り込んだ新規事業に着手するなど、二人三脚で事業承継計画を実行に移

しており、業績も順調に推移している。 

 

【事例２】早期・計画的な取組ができなかった失敗事例 

（対策を講じないまま子に社長職を譲り、社長解任に至ったケース） 

業績が低迷していた中小同族会社の社長Ａ（76 歳）は、高齢を理由に後継者

である子Ｂに社長職を譲り代表権のある会長に就任した。しかし、会社の実権

を渡すのは時期尚早として、株式については継続してＡが 100％保有していた。 

新社長に就任したＢは、株式はいずれ譲渡してもらえばよいと考え、社長交

代に際して株式の譲渡時期といった具体的な取り決めを行わなかった。 

社長交代以降、Ｂが主導して急速な経営改革を断行し、新規顧客の開拓や利

益率の改善、経費圧縮等により会社の業績は回復。単年度収益の黒字転換を果

たすことが出来たことに加え、若手従業員のモチベーションも向上していた。 

しかし、Ａは会社運営に関する相談をほとんど持ちかけられなかったことか

ら内心面白くなく、加えて一部の古参従業員から不満をぶつけられたこともあ

り、臨時株主総会を開催してＢを解任してしまった。 

社長に返り咲いたＡを中心に事業は続けられているが、社内の不和を主因と
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して赤字に転落。取引先からは不自然な社長交代に関する問い合わせが相次ぎ、

取引継続に関する不安が高まっていた。 

このような状況のもと、ＢはなんとかＡを説得して再度社長に復帰して業績

回復を実現したいとしているが、Ａの了解が得られず膠着状態が続いている。 

 

２．事業承継とはどのようなものか 

（１）事業承継の類型 

本ガイドラインでは、事業承継を親族内承継、役員・従業員承継、社外への

引継ぎ（Ｍ＆Ａ等）の 3 つの類型に区分した。まず、類型毎の特徴や最近の状

況を簡潔に紹介する。 

 

① 親族内承継 

現経営者の子をはじめとした親族に承継させる方法である。一般的に他の方

法と比べて、内外の関係者から心情的に受け入れられやすいこと、後継者の早

期決定により長期の準備期間の確保が可能であること、相続等により財産や株

式を後継者に移転できるため所有と経営の一体的な承継が期待できるといった

メリットがある。 

前述のとおり、事業承継全体に占める親族内承継の割合が急激に落ち込んで

いる。これには、子どもがいる場合であっても、事業の将来性や経営の安定性

等に対する不安の高まりや、家業にとらわれない職業の選択、リスクの少ない

安定した生活の追求等、子ども側の多様な価値観の影響も少なからず関係して

いるものと思われる。 

これまで、親族内承継においては相続税対策のみを行えば足りるかのように

捉えられてきたが、現下の中小企業の経営環境を踏まえると、後継者は、引き

継ぐこととなる事業はどのような状況にあるのか、将来に向けて継続していく

ための準備が行われているか、あるいは準備を進められる状況にあるのか等に

関心がある。言い換えると、後継者にとって「引き継ぐに値する企業であるか」

を現経営者は問われているということを認識する必要がある。 

その意味で、現経営者には、事業承継を行う前に、経営力の向上に努め、経

営基盤を強化することにより、後継者が安心して引き継ぐことができる経営状

態まで引き上げることが求められている。 

また、事業承継を円滑に進めるためには、現経営者が自らの引退時期を定め、

そこから後継者の育成に必要な期間を逆算し、十分な準備期間を設けて、後継

者教育（技術やノウハウ、営業基盤の引継ぎを含む）に計画的に取り組むこと

が大切である。 
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② 役員・従業員承継 

「親族以外」の役員・従業員に承継する方法である（以下、「従業員承継」と

いう）。経営者としての能力のある人材を見極めて承継することができること、

社内で長期間働いてきた従業員であれば経営方針等の一貫性を保ちやすいとい

ったメリットがある。 

親族内承継の減少を補うように、従業員承継の割合は近年、急増している。 

これまで従業員承継における大きな課題であった資金力問題については、種

類株式や持株会社、従業員持株会を活用するスキームの浸透や、親族外の後継

者も事業承継税制18の対象に加えられたこと等も相まって、より実施しやすい環

境が整いつつある。 

また、従業員承継を行う場合の重要なポイントとして、親族株主の了解を得

ることが挙げられる。現経営者のリーダーシップのもとで早期に親族間の調整

を行い、関係者全員の同意と協力を取り付け、事後に紛争が生じないようしっ

かりと道筋を付けておくことが大切である。 

 

③ 社外への引継ぎ（Ｍ＆Ａ等） 

株式譲渡や事業譲渡等（以下、「Ｍ＆Ａ等」という）により承継を行う方法で

ある。親族や社内に適任者がいない場合でも、広く候補者を外部に求めること

ができ、また、現経営者は会社売却の利益を得ることができる等のメリットが

ある。 

Ｍ＆Ａ等を活用して事業承継を行う事例は、中小企業における後継者確保の

困難化等の影響も受け、近年増加傾向にある。後継者難のほか、中小企業のＭ

＆Ａ等を専門に扱う民間仲介業者等が増えてきたことや、国の事業引継ぎ支援

センターが全国に設置されたことからＭ＆Ａ等の認知が高まったことも一因と

なっているものと考えられる。 

社外への引継ぎを成功させるためには、本業の強化や内部統制（ガバナンス）

体制の構築により、企業価値を十分に高めておく必要があることから、現経営

者にはできるだけ早期に専門家に相談を行い、企業価値の向上（磨き上げ）に

着手することが望まれる。 

Ｍ＆Ａ等によって最適なマッチング候補を見つけるまでの期間は、Ｍ＆Ａ対

象企業の特性や時々の経済環境等に大きく左右され、数ヶ月～数年と大きな幅

があることが一般的である。相手が見つかった後も数度のトップ面談等の交渉

を経て、最終的に相手側との合意がなされなければＭ＆Ａ等は成立しない。こ

のため、Ｍ＆Ａ等を実施する場合は、十分な時間的余裕をもって臨むことが大

切である。 

 

                                                   
18非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予・免除制度（43 頁以下参照） 
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（２）事業承継の構成要素 

事業承継は単に「株式の承継」＋「代表者の交代」と考えられることがあり、

事業承継対策といっても、例えば親族内承継であれば一時的に利益を減らして

株価を下げて贈与すればよい、Ｍ＆Ａであれば株価の評価を高め売却益を確保

すれば良いといった手法の議論に終始してしまう傾向があることが指摘されて

いる。 

しかし、事業承継とは文字通り「事業」そのものを「承継」する取組であり、

事業承継後に後継者が安定した経営を行うためには、現経営者が培ってきたあ

らゆる経営資源を承継する必要がある。後継者に承継すべき経営資源は多岐に

わたるが、「人（経営）」、「資産」、「知的資産」の 3 要素に大別される（図表 14）。 

 

図表 14：事業承継の構成要素 

 

  

円滑な事業承継を実現するためには、上記の各経営資源を適切に後継者に承

継させていく必要がある。冒頭で例に挙げた株式の承継も、事業承継にあたっ

ての重要な事項ではあるが、事業承継の取組全体の中では資産の承継の一部に

過ぎない。 

このように事業承継に向けた取組において検討すべき事項は人（経営）・資

産・知的資産と多面的であり、事業承継に向けた取組は一見大変な作業のよう

に思われるが、「事業」そのものを「承継」する取組を中心に、取り組むべき課

題を明確にすれば、日々の事業運営の中で取り組むことができることも多い。

しかし、一般に事業承継には時間を要することから、十分な準備期間をもって

これらの作業を着実に進めていくという認識が、円滑な事業承継には不可欠で

ある。 

以下では、上記の三要素の承継のエッセンスを紹介する。 
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① 人（経営）の承継 

人（経営）の承継とは、後継者への経営権の承継を指す。会社形態であれば

代表取締役の交代、個人事業主であれば現経営者の廃業・後継者の開業による

ものと考えられる。現経営者が維持・成長させてきた事業を誰の手に委ねるべ

きか、適切な後継者の選定は事業承継の成否を決する極めて重要な問題である。

特に、中小企業においてはノウハウや取引関係等が経営者個人に集中している

ことが多いため、事業の円滑な運営や業績が経営者の資質に大きく左右される

傾向がある。 

親族内承継や従業員承継において、後継者候補を選定し、経営に必要な能力

を身につけさせ、また後述する知的資産を含めて受け継いでいくには 5 年から

10 年以上の準備期間が必要とされ、これらの取組に十分な時間を割くためにも、

後継者候補の選定は出来るだけ早期に開始すべきである。 

また、中小企業における事業承継の現状でも触れたとおり、近年は親族の中

から後継者候補を見つけることが困難な企業も増加してきている。このような

場合において、会社や事業の社外への引継ぎ（Ｍ＆Ａ等）が、事業承継の有力

な選択肢の一つとして認識されてきている。事業承継の検討に際しては親族

内・従業員承継に向けて後継者の選定を行うだけでなく、状況によってはＭ＆

Ａ等による外部の第三者への事業承継の可能性も視野に入れて検討を進めるべ

きである。 

 

② 資産の承継 

資産の承継とは、事業を行うために必要な資産（設備や不動産などの事業用

資産、債権、債務であり、株式会社であれば会社所有の事業用資産を包含する

自社株式である。）の承継を指す。会社形態であれば、会社保有の資産の価値は

株式に包含されるので、株式の承継が基本となる。他方、個人事業主の場合は、

機械設備や不動産等の事業用資産を現経営者個人が所有していることが多いた

め、個々の資産を承継する必要がある。 

また、株式・事業用資産を贈与・相続により承継する場合、資産の状況によ

っては多額の贈与税・相続税が発生することがある。後継者に資金力がなけれ

ば、税負担を回避するために株式・事業用資産を分散して承継し、事業承継後

の経営の安定が危ぶまれる等の可能性もある。そのため税負担に配慮した承継

方法を検討しなければならない。 

さらに、例えば親族内承継においては株式・事業用資産以外の個人財産の承

継や他の推定相続人との関係も視野に入れる必要があり、また類型にかかわら

ず、現経営者個人の負債や保証関係の整理・承継を行う必要があるなど、資産

の承継に際して考慮すべきポイントは専門的かつ多岐にわたる。そのため、資

産の承継に向けた準備に着手する段階で、早期に税理士等の専門家に相談する

ことが有益である。 
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③ 知的資産の承継 

ア）知的資産とは何か 

知的資産とは、「従来の貸借対照表上に記載されている資産以外の無形の資産

であり、企業における競争力の源泉である、人材、技術、技能、知的財産（特

許・ブランドなど）、組織力、経営理念、顧客とのネットワークなど、財務諸表

には表れてこない目に見えにくい経営資源の総称」である。 

どのような規模、どのような状況の会社であっても、その会社から製品・商

品・サービスを選び、購入してくれる顧客がある限り、それぞれの会社にとっ

ての知的資産があり、事業運営に活用されている。 

例えば、中小企業においては経営者と従業員の信頼関係が事業の円滑な運営

において大きな比重を占めていることが多い。そのため、経営者の交代に伴っ

てかかる信頼関係が喪失することで、従業員の大量退職に至った事例も存在す

る。このような事態を防ぐためには、自社の強み・価値の源泉が経営者と従業

員の信頼関係にあることを後継者が深く理解し、従業員との信頼関係構築に向

けた取組を行う必要がある。 

 

 イ）知的資産の承継のために 

上記のように、知的資産こそが会社の「強み」・「価値の源泉」であることか

ら、知的資産を次の世代に承継することができなければ、その企業は競争力を

失い、将来的には事業の継続すら危ぶまれる事態に陥ることも考えられる。 

そこで、事業承継に際しては、自社の強み・価値の源泉がどこにあるのかを

現経営者が理解し、これを後継者に承継するための取組が極めて重要である。 

知的資産の承継にあたっては、「事業価値を高める経営レポート」や「知的資

産経営報告書」19等の枠組み・着眼点に沿って自社が保有する知的資産に気付く

こと（知的資産の棚卸し）から始め、その「見える化」を行うことが大切であ

る。この見える化の過程においては、アウトプットとしてのレポートの作成を

目的とするのではなく、現経営者自ら自社の沿革や取組を振り返りつつ、自社

の強み・価値の源泉を「自ら整理」したうえで、後継者等の関係者との「対話」

を通じて認識を共有することが不可欠である。 

また、必要に応じて外部専門家の支援を受ける場合には、現経営者や後継者

が自ら整理するにあたっての「聞き出し役・引き出し役」に徹することが重要

であり、第三者である専門家に形式的にレポートや報告書等の作成を求めるだ

けでは、円滑な事業承継にはつながらないことに留意すべきである。 

                                                   
19 「事業価値を高める経営レポート」（知的資産経営報告書」とは、自社の強みである知的

資産（貸借対照表に計上されている以外の無形の資産、人材、技術、知的財産、組織力、

顧客とのネットワーク等）を「見える化」するための様式である。経済産業省ホームペー

ジ「知的資産経営ポータル」参照。 

（http://www.meti.go.jp/policy/intellectual_assets/） 
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第二章 事業承継に向けた準備の進め方 

１．事業承継に向けた準備について 

ここまでに述べたとおり、事業承継の円滑化のためには、早期に準備に着手

し、専門家等の支援機関の協力を得ながら、事業承継の実行、さらには自社の

事業の 10 年後をも見据えて、着実に行動を重ねていく必要がある。 

どのような経営者であっても、まずは事業承継に向けた準備の必要性・重要

性をしっかりと認識しなければ、準備に着手することはできない。次に、経営

状況や経営課題等を把握し、これを踏まえて事業承継に向けた経営改善に取り

組む。ここまでで、事業承継に向けて中小企業の足腰を固めることができる。 

その後、親族内・従業員承継の場合には、後継者とともに事業計画や資産の

移転計画を含む事業承継計画を策定し、事業承継の実行に至る。他方、社外へ

の引継ぎを行う場合には、引継ぎ先を選定するためのマッチングを実施し、合

意に至ればＭ＆Ａ等を実行することとなる。 

さらに、事業承継実行後（経営交代後の取組＝「ポスト事業承継」）には、後

継者による中小企業の成長・発展に向けた新たな取組の実行が期待される。 
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２．事業承継に向けた５ステップの進め方 

（親族内・従業員承継、社外への引継ぎに共通） 

ステップ１：事業承継に向けた準備の必要性の認識  

 一般的に、事業承継問題は、家族内の課題として捉えられがちであり、気軽

に外部に相談できないとする経営者も少なくない。このため、やっと事業承継

の準備に着手し、専門家のもとを訪れた時には既に手遅れになっていたという

事例も少なからず見受けられる。 

 このため、後継者教育等の準備に要する期間を考慮し、経営者が概ね 60 歳に

達した頃には事業承継の準備に取りかかることが望ましく、またそのような社

会的な認識を醸成することが大切である。他方で、60 歳を超えてなお経営に携

わっている経営者も多数存在するが、そのような場合は、すぐにでも身近な専

門家や金融機関等の支援機関に相談し、事業承継に向けた準備に着手すべきで

ある。 

 他方、支援機関側にとっても、事業承継問題は、広範かつ専門的な知識・経

験を必要とすることに加え、プライベートな領域にも踏み込まざるを得ない側

面を有していることから、相談を待つといった受け身の姿勢になりがちである。 

 もちろん、早期・計画的な事業承継への取組は、一義的には経営者本人の自

覚に委ねられるが、日常の多忙さ等から対応が後手に回りがちなため、国や自

治体、支援機関が概ね 60 歳を迎えた経営者に対して承継準備に取り組むきっか

けを提供していくことが重要である。 

この方法としては、事業承継に向けた準備状況の確認や、次に行うべきこと

の提案等、事業承継に関する対話のきっかけとなる「事業承継診断」20の実施が

有益である（詳細は第六章「中小企業の事業承継をサポートする仕組み」参照）。 

  

（親族内・従業員承継、社外への引継ぎに共通） 

ステップ２：経営状況・経営課題等の把握（見える化） 

 事業を後継者に円滑に承継するためのプロセスは、経営状況や経営課題、経

営資源等を見える化し、現状を正確に把握することから始まる。 

把握した自社の経営状況・経営課題等をもとに、現在の事業がどれくらい持

続し成長するのか、商品力・開発力の有無はどうなのか、利益を確保する仕組

みになっているか等を再度見直して自社の強みと弱みを把握し、強みをいかに

伸ばすか、弱みをいかに改善するかの方向性を見出すことが必要である。 

現状把握は、経営者自ら取り組むことも可能であるが、身近な専門家や金融

機関等に協力を求めた方がより効率的に取り組むことができる。また、個人事

業主についても同様な観点を持つことが望まれる。 

                                                   
20 「事業承継診断」とは、事業承継に関する診断項目への回答を通じて、自社の将来や事

業承継に向けた進め方・課題について経営者自ら検討するきっかけとする取組であり、事

業承継に向けた早期かつ計画的な準備への着手を促すものである（第六章に詳述）。 
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① 会社の経営状況の見える化 

経営状況の把握は、会社を取り巻く環境変化やそれに伴う経営リスク等も合

わせて把握する必要があるため、例えば、業種団体・中小企業支援団体等が主

催する業界動向等に関する勉強会等に参加し、情報収集を行うことも有益であ

る。また、経営資源には、貸借対照表に計上される資産のみならず、知的資産

等の目に見えない資産も含まれることに留意が必要である。 

「経営状況の見える化」の目的は、経営者自らの理解促進に留まらず、関係

者に対して自社の状態を開示することでもあるため、見える化に係る評価基準

が標準化されていなければならない。このため、正確で適正な決算書の作成や

業界内における地位の確認、知的資産等の適切な評価などにも取り組む必要が

ある。 

 会社の経営状況の見える化に資する主な取組を以下に紹介する。 

 

・経営者所有の不動産で、事業に利用しているものの有無、当該不動産に対す

る会社借入に係る担保設定、経営者と会社間の貸借関係、経営者保証の有無

等、会社と個人の関係の明確化を図る。 

・「中小企業の会計に関する指針」や「中小企業の会計に関する基本要領」等

を活用した適正な決算処理が行われているかを点検する。 

・保有する自社株式の数を確認するとともに株価評価を行う。 

・商品毎の月次の売上・費用（部門別損益）の分析を通じた自社の稼ぎ頭商

品の把握や、製造工程毎の不良品の発生状況の調査を通じた製造ラインの課

題の把握、在庫の売れ筋・不良の把握や鑑定評価の実施等を行い、適切な「磨

き上げ」に繋げる。 

・「事業価値を高める経営レポート」や「知的資産経営報告書」等の枠組みや

着眼点を活用し、自社の知的資産について、他社ではなく、なぜ、自社が取

引先に選ばれているのか等という観点から自社の事業価値の源泉について

適切に認識する。 

・「ローカルベンチマーク」を活用して自社の業界内における位置付け等を客

観評価する。なお、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投

資など、中小企業の経営力向上を図る「経営力向上計画」や、同計画に基づ

く支援措置を内容とする「中小企業等経営強化法」の活用も検討すべきであ

る。同計画の策定にあたっての「現状認識」の方法の一つとして、上記「ロ

ーカルベンチマーク」の活用が想定されている。 

 

② 事業承継課題の見える化 

事業承継を円滑に行うためには、会社の経営状況のみならず、事業承継を行

うにあたっての課題を見える化し、早期の対応につなげる必要がある。 

以下に基本的な取組を掲げるが、いずれも極めて重要である。 
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・後継者候補の有無を確認する。候補がいる場合は、承継に係る意思確認の

時期や、候補者の能力、適性、年齢、意欲等を踏まえ、後継者に相応しい

かどうかを検討する。後継者候補がいない場合は、社内外における候補者

の可能性について検討する。 

・後継者候補に対して、親族内株主や取引先等から異論が生じる可能性があ

る場合は、その対応策を事前に検討する。 

・親族内承継の場合は、将来の相続発生も見据えて、相続財産を特定し、相

続税額の試算、納税方法等を検討する。 

 

（参考①）「中小企業の会計に関する指針」「中小企業の会計に関する基本要領」 

a.中小企業の会計に関する指針21 

中小企業が、計算書類の作成に当たり、拠ることが望ましい会計処理や注記

等を示す指針。とりわけ会計参与が取締役と共同して計算書類を作成するに当

たって拠ることが適当な会計のあり方を示すものとなっている。 

 

 b.中小企業の会計に関する基本要領22 

「中小企業の会計に関する指針」に比べ、簡便な会計処理をすることが適当

と考えられる中小企業を対象とした要領。以下の観点から作成された。  

・中小企業の経営者が活用しようと思えるよう、理解しやすく、自社の経営状

況の把握に役立つ 

・中小企業の利害関係者（金融機関、取引先、株主等）への情報提供に資する 

・中小企業の実務における会計慣行を十分考慮し、会計と税制の調和を図った

上で、会社計算規則に準拠した会計 

・計算書類等の作成負担は最小限に留め、中小企業に過重な負担を課さない 

 

（参考②）ローカルベンチマーク23 

企業の経営者と金融機関、支援機関等が同じ目線で経営に関する対話を行う

ことができるよう作成されたツール。具体的には、「財務情報」（6 つの指標※1）

と「非財務情報」（4 つの視点※2）に関する情報から構成される。 

（※1）6 つの指標： 

①売上高増加率、②営業利益率、③労働生産性、④EBITDA 有利子負債 

倍率、⑤営業運転資本回転期間、⑥自己資本比率 

                                                   
21 中小企業庁ホームページ参照

（http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/youryou/sisin/index.htm） 
22 中小企業庁ホームページ参照 

（http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/youryou/） 
23 経済産業省ホームページ参照

（http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/sangyokinyu/locaben/） 
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（※2）4 つの視点： 

①経営者への着目、②関係者への着目、③事業への着目、 

④内部管理体制への着目 

 

（参考③）事業価値を高める経営レポート（知的資産経営報告書）24 

自社の強みである知的資産を「見える化」し、企業の内部・外部における経

営活動に活かしていくための視点から、自社らしさや事業価値の源泉について

再認識するための様式。 

活用方法としては、経営者の頭の中にある経営方針や経営戦略、自社の強み・

弱みをドキュメント化することで、企業の価値創造のストーリーを明確にする

ことができる。また、外部コミュニケーションツールとして、各利害関係者へ

の開示により信頼性を高めることに繋げることができる。 

 

（親族内・従業員承継、社外への引継ぎに共通） 

ステップ３：事業承継に向けた経営改善（磨き上げ） 

 親族内承継においては、相続税対策に重点が置かれすぎるあまり、事業とは

無関係な資産の購入や、節税を目的とした持株会社の設立等により株価を意図

的に低下させるなど、中小企業の事業継続・発展にそぐわない手法が用いられ

る場合があるとの指摘がなされている。 

 しかし、事業承継は、経営者交代を機に飛躍的に事業を発展させる絶好の機

会であること、経営者は、次世代にバトンを渡すまで、事業の維持・発展に努

め続けなければならないこと等を考慮すると、親族内に後継者がいる場合であ

っても、現経営者は経営改善に努め、より良い状態で後継者に事業を引き継ぐ

姿勢を持つことが望まれる。 

 近年の親族内承継の大幅な減少の背景には、事業の将来や経営の安定につい

て、親族内の後継者候補が懐疑的になっていることなどが挙げられている。こ

うしたことからも承継前に経営改善を行い、後継者候補となる者が後を継ぎた

くなるような経営状態まで引き上げておくことや、魅力作りが大切である。 

 「磨き上げ」の対象は、業績改善や経費削減にとどまらず、商品やブランド

イメージ、優良な顧客、金融機関や株主との良好な関係、優秀な人材、知的財

産権や営業上のノウハウ、法令遵守体制などを含み、これらのいわゆる知的資

産が「強み」となることも多い。また、「磨き上げ」は、自ら実施することも可

能であるが、対応が多岐にわたるため、効率的に進めるために士業等の専門家

や金融機関等の助言を得ることも有益である。 

 

                                                   
24 経済産業省ホームページ「知的資産経営ポータル」参照

（http://www.meti.go.jp/policy/intellectual_assets/） 
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① 本業の競争力強化 

本業の競争力を強化するためには「強み」を作り、「弱み」を改善する取組が

必要となる。例えば、自社のシェアの高い商品・サービス、ニッチ市場におけ

る商品・サービス等の拡充、技術力を活かした製品の高精度化・短納期化、人

材育成や新規採用等を通じた人的資源の強化などがあげられる。また、取引先

やマーケットに偏りが見られる場合は、これを是正し、事業リスクの分散を図

ることも大切である。 

なお、本業の競争力を強化するためには、「中小企業等経営強化法」に基づく

「経営力向上計画」を策定・実行することが有効である。「中小企業等経営強化

法」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社

の経営力を向上するための「経営力向上計画」を作成・申請し、国から認定を

受けることで支援措置が受けられる制度である。この申請書の「現状認識」に

おいて、財務状況の分析ツールである「ローカルベンチマーク」の活用が想定

されている。 

 

【事例３】本業の競争力強化による事業承継の成功事例 

（新規事業開発を通じた業容拡大により、後継者が戻ってきたケース） 

電化製品の小売業を営んでいた中小同族会社の社長Ａ（70 歳）には、後継者

候補として大都市圏の大学を卒業し、そのまま同地の同業者に就職した子Ｂが

いた。Ｂは自社の将来性を悲観しており、現在の勤務先を退職して地元に帰る

のではなく、そのまま大都市圏に住み続けることを決めていた。 

そろそろ事業承継の話をすべき時期だと感じたＡがＢに承継を打診したとこ

ろ、会社を継ぐ意志のなかったＢからあっさり断られてしまった。事業の存続

をあきらめきれなかったＡは、一念発起して後継者が継ぎたくなるような会社

にしようと自社の磨き上げに着手した。 

これまでは電化製品の小売のみで事業収益性が低かったことから、大型製品

の販売から据付工事まで一貫した対応を開始したところ、引き合いが増加。丁

寧なアフターフォローが評判となり、今ではこれまでの数倍の売上高や従業員

数を誇るまでに至った。 

帰省した際に自社の変貌ぶりに驚いたＢは、自分が関与することにより事業

拡大の可能性が高いことを実感した。こうした経緯からＢは地元に帰ってくる

ことを選択し、今では二代目経営者として自社の事業拡大に尽力している。 

 

② 経営体制の総点検 

事業承継後に後継者が円滑に事業運営を行うことができるよう、事業承継前

に経営体制の総点検を行う必要がある。 

 例えば、社内の風通しを良くし社員のやる気を向上させる、役職員の職制、

職務権限を明確にすると同時に業務権限を段階的に委譲する、各種規定類、マ
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ニュアルを整備し、業務が効率良く流れる体制を作るなどガバナンス・内部統

制の向上に取り組むことが大切である。 

 また、事業に必要のない資産や滞留在庫の処分や、余剰負債の返済を行うな

ど経営資源のスリム化に取り組むことも重要である。 

  

③ 経営強化に資する取組 

足下の財務状況をタイムリーかつ正確に把握することが適切な経営判断に繋

がり（財務経営力の強化）、財務情報を経営者自らが利害関係者（金融機関、取

引先等）に説明することで、信用力の獲得につながる（資金調達力の強化、取

引拡大の可能性）。 

 

④ 業績が悪化した中小企業における事業承継 

中小企業の財務状態を改善することは、円滑に事業承継を行うために極めて

重要である。債務整理等の事業再生を行う必要がある中小企業において、これ

を放置しておいては、後継者を確保することもままならず、事業承継を行った

としても、後継者が苦労するであろうことは明らかである。この意味で、事業

承継のタイミングは事業再生を行う契機であり、事業承継を円滑に行うために

も、早期に事業再生に着手する必要がある。 

事業再生が必要な場合、まずは弁護士等の専門家に相談することが重要であ

る。中小企業の個別の事情に応じた適切な再生スキームの選択や金融機関等と

の交渉方針について専門家の助言を得ることが有益である。 

また、個々の具体的な事情によって、金融機関の任意の協力がある場合や、

これを望めない場合も当然あり得る。財務状況にもよるが、いわゆる再生プロ

セスを経るべき場合も少なくない。このような場合に中小企業の採り得る事業

再生の方法は、裁判所の関与の有無によって二つに大別される。裁判所が関与

するものを法的整理、関与しないものを私的整理と呼ぶ。 

それぞれ、代表的な方法は、以下のとおりである。 

 

○法的整理 

・民事再生手続き 

－民事再生法に基づき、裁判所や監督委員の監督のもと、債務者自身が主体

的に手続きに関与し、企業の再建を図るもの。一般の中小企業に適した

手続きである。 

・会社更生手続き 

－会社更生法に基づき、裁判所の監督のもと、裁判所が選任する更生管財人

により企業の再建を図るもの。主に大企業に適した手続きである。 

○私的整理 

  法的整理のような手続きのルールはないものの、一般的には、債務者の申

出により債務の支払いを一旦停止し、交渉により債務免除等に関する債権者
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の同意を得ていくもの。事業譲渡や会社分割、第二会社方式等の手法が併せ

てとられることが多い。主な手法は以下のとおり。 

・特定調停 

－債務者が主体的に関与する中で、裁判所が債権者、債務者その他の利害関

係人との債務の調整を仲介し、企業の再生を図るもの。小規模な中小企

業にとって使いやすい手続きである。 

・中小企業再生支援協議会 

 －各都道府県に設置された中小企業再生支援協議会が公正中立な第三者と

しての立場から、中小企業の事業面、財務面の詳細な調査分析を実施し、

かつ当該企業が窮境に陥った原因の分析等を行ったうえで、債務者が同協

議会の支援を受けて策定した再生計画案を金融機関に提示し、調整を行う

もの。 

・事業再生ＡＤＲ 

－企業の早期事業再生を支援するため、中立な立場の専門家が、金融機関等

の債権者と債務者との間の調整を実施するもの。その際、双方の税負担

を軽減し、債務者に対するつなぎ融資の円滑化等を図る。 

 

 いずれの方法をとる場合であっても、適切な債務整理手続きを選択し、円滑

に手続きを実行するため、早めに弁護士等の専門家や金融機関などに相談する

ことが不可欠である。 

 

【事例４】事業再生を経た事業承継の成功事例 

（財務リストラ等の計画を立案した結果、後継者が承継を決断したケース） 

機械部品の加工を営む中小同族会社の社長Ａ（77 歳）には、後継者候補とし

て自社工場の生産責任者として働く子Ｂがいた。 

当社の業績は、東日本大震災や円高に伴う取引先の海外生産シフトを主因に

低迷しており、収支についてはコストダウンや生産工程の改善等により回復傾

向にあったものの、一時期増加した借入金の返済が進んでいないため、特に財

務面について改善が必要な状況に陥っていた。 

このような状況下、ＡはＢに対して社長交代を打診したものの、工場内の生

産現場をあまり離れることがなく、自社の経営実態を表面的にしか知らないＢ

の了解を得ることが出来なかった。 

自分の子であるＢに会社を継いで欲しいＡは、自社の抜本的事業再生への取

組みを開始することを決断。一層のコストダウンに取り組んで黒字化に目処を

つけるとともに、借入金の大幅圧縮にも着手した。 

経営改善に取り組む父親の必死な姿を目にしたＢは、経営を引き継ぐことを

決意し、会社経営全般に関する知識の習得にも着手。今では経営者親子が協力

し、更なる会社の磨き上げに取り組んでいる。 
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ステップ４－１：事業承継計画の策定（親族内・従業員承継の場合） 

（１）事業承継計画策定の重要性 

前記ステップ２、ステップ３記載のとおり、まずは自社を知り、そして自社

を強くすることが、事業承継の準備においては重要である。 

一方、具体的に事業承継（資産の承継・経営権の承継）を進めていくにあた

っては、自社や自社を取り巻く状況を整理した上で、会社の 10 年後を見据え、

いつ、どのように、何を、誰に承継するのかについて、具体的な計画を立案し

なければならない。この計画が、事業承継計画である25。 

事業承継計画は、後継者や親族と共同で、取引先や従業員、取引金融機関等

との関係を念頭に置いて策定し、策定後は、これらの関係者と共有しておくこ

とが望ましい。こうすることで、関係者の協力も得られやすく、関係者との信

頼関係維持にも資するものである。さらに、後継者や従業員が事業承継に向け

て必要なノウハウの習得や組織体制の整備などの準備を行うことができるなど、

様々な利点がある。 

なお、事業承継計画の策定にあたっては、成果物としての計画書を作成する

ことを目標にすべきではなく、策定プロセスやその活用による経営者自身とそ

の関係者にとってのメリットを最大化してこそ、意味があるものである。 

 

（２）事業承継計画策定の前に 

 事業承継計画は、上記のとおり、資産や経営権をどのように承継するかを基

本とするものである。しかし、事業承継の根幹のひとつとして、自社の経営理

念を承継することの重要性を忘れてはならない。いわゆる老舗企業において、

時代が変わっても受け継いでいく想いを大切にしている例が多いことからも、

資産や経営権のみならず、会社の理念や経営者の想いの伝承の重要さが示され

ている。 

 その意味でも、事業承継計画の策定に先立ち、経営者が過去から現在までを

振り返りながら、経営に対する想い、価値観、信条を再確認するプロセスは、

事業承継の本質といえる。可能であれば明文化し、後継者や従業員と共有して

おけば、事業承継後もブレることのない強さを維持できるだろう。 

 なお、事業承継「計画」を策定するというイメージから、現在から将来に向

かっての計画のみを考えるものと認識されがちである。しかし、経営理念の承

継の重要性を踏まえると、そもそも創業者は「なぜその時期に」「なぜその場所

で」「なぜその事業を」始めたのか、その時の事業状況・外部環境がどうであっ

たのか、その後の変遷の中で転機となることがらが生じた状況がどうであった

か、といった振り返りから始めることが有効である。 

 

                                                   
25 状況に応じて、見える化や磨き上げから事業計画、事業承継の実行までを含んだ事業承

継計画を策定する場合も想定される。 
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（３）事業承継計画の策定 

① 中長期目標の設定 

 自社の現状とリスク等の把握を経て、これらを基に中長期的な方向性・目標

を設定する。 

例えば、10 年後に向けて現在の事業を維持していくのか、拡大していくのか。

現在の事業領域にとどまるのか、新事業に挑戦するのか、といったイメージを

描くことが必要である。この方向性に基づいて組織体制のあり方や、必要な設

備投資計画等を検討し、さらに、売上や利益、マーケットシェアといった具体

的な指標に落とし込む。 

 この過程においては、中長期目標において想定している期間の中で、いつ事

業承継を実行するのかを織り込む必要がある。当然、事業承継後に目標達成に

コミットするのは後継者であるから、後継者とともに目標設定を行うことが望

ましい。その際、事業承継後（ポスト承継）に後継者が行う取組についても中

長期目標に織り込むことができれば、事業承継を契機とした再成長も期待でき

る。 

 

② 事業承継計画の策定 

設定した中長期目標を踏まえ、資産・経営の承継の時期を盛り込んだ事業承

継計画を策定する。 

具体的な策定プロセスの概要は以下のとおりであるが、成果物としての事業

承継計画書の作成自体を目的とするのではなく、策定プロセスにおいて現経営

者と後継者、従業員等の関係者間で意識の共有化を図ることに重きをおくこと

が重要である。 

また、ステップ２（経営状況・経営課題等の把握（見える化））を十分に実施

することが、実効的な事業承継計画の策定の前提となることに留意すべきであ

る。 

なお、具体的な事業承継計画のイメージについては、末尾に収録したひな形・

記入例を参照されたい。 

 

ア）自社の現状分析 

ステップ２（経営状況・経営課題等の把握（見える化））を通じて把握した自

社の現状をもとに、次世代に向けた改善点や方向性を整理する。 

 

イ）今後の環境変化の予測と対応策・課題の検討 

事業承継後の持続的な成長のためには、変化する環境を的確に把握し、今後

の変化を予測して適切な対応策を整理することが望ましい。 

 

ウ）事業承継の時期等を盛り込んだ事業の方向性の検討 

自社の現状分析、環境変化の予測を踏まえ、現在の事業を継続していくのか、
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あるいは事業の転換を図っていくのか等、事業領域の明確化を行う。さらに、

それを実現するためのプロセスについても具体的なイメージを固めていく。そ

の中には、前述のとおり事業承継の時期や方法を盛り込む。 

 

エ）具体的な目標の設定 

前述の中長期目標の内容について、売上や利益、マーケットシェアといった

具体的な指標ごとの目標を設定する。 

 

オ）円滑な事業承継に向けた課題の整理 

以上の分析・整理を踏まえ、後継者を中心とした経営体制へ移行する際の具

体的課題を整理する。ここでは、第三章以下で詳述する課題・対応策を参考に、

考え得る必要なアクション（例えば、専門家への相談や、資金調達）について

も盛り込んでおくと、より実効的な計画策定が期待できる。 

 

ステップ４－２：Ｍ＆Ａ等のマッチング実施（社外への引継ぎの場合） 

 後継者不在等のため、親族や従業員以外の第三者に事業引継ぎを行う場合、

売り手はステップ１～３の行程を経た後、買い手とのマッチングに移行する。 

 以下では、Ｍ＆Ａの実行に向けた事前準備に簡単に触れるが、手続きの詳細

については、平成 27 年 4 月に公表された「事業引継ぎガイドライン」を参照さ

れたい。 

 

① M＆A 仲介機関の選定 

 Ｍ＆Ａを選択する場合、自力で一連の作業を行うことが困難である場合が多

いため、専門的なノウハウを有する仲介機関に相談を行う必要がある。 

 仲介機関の候補としては、公的機関である事業引継ぎ支援センターを活用す

ることが考えられる。また、Ｍ＆Ａ専門業者や取引金融機関、士業等専門家等

も存在しており、選定にあたっては、日頃の付き合いやセミナー等への参加を

通じて、信頼できる仲介機関を探し出すことが重要である。 

なお、個人事業主については、事業引継ぎ支援センターにおいて、起業家と

のマッチングを支援する「後継者人材バンク」事業を実施している。 

 

② 売却条件の検討 

 Ｍ＆Ａを行うにあたっては、「どのような形での承継を望むのか」について、

経営者自身の考えを明確にしておく必要がある。例えば、「会社全体をそのまま

引き継いでもらいたい」、「一部の事業だけ残したい」、「従業員の雇用・処遇を

現状のまま維持したい」、「社名を残したい」等が考えられる。 

 仲介機関に事前に売却条件を伝えた上で、条件に合った相手先を見つけるこ

とが最善の方法である。 
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ステップ５：事業承継の実行 

 ステップ１～４を踏まえ、把握された課題を解消しつつ、事業承継計画やＭ

＆Ａ手続き等に沿って資産の移転や経営権の移譲を実行していく。 

 実行段階においては、状況の変化等を踏まえて随時事業承継計画を修正・ブ

ラッシュアップする意識も必要である。なお、この時点で税負担や法的な手続

きが必要となる場合が多いため、弁護士、税理士、公認会計士等の専門家の協

力を仰ぎながら実行することが望ましい。 

 

３．ポスト事業承継（成長・発展） 

（１）事業承継を契機とした新たな取組 

昨今の社会経済が大きく変化する状況下においては、先代が営んできた事業

をそのままの形で承継することにこだわることは必ずしも正しい承継方法では

ない。 

事業承継実行後（経営交代実行後）には、後継者が新たな視点をもって従来

の事業の見直しを行い、中小企業が新たな成長ステージに入ることが期待され

る。 

例えば、事業承継を機に、先代経営者が行ってきた既存の事業を活かしつつ、

自社の知的資産や事業環境を踏まえて、新分野（例：青果店→新鮮な果物の仕

入ルートを活かしたカフェを併設）など、新しい形での承継の姿も見られるよ

うになってきている。 

これらの取組を実効的に行うためには、事業承継前に中長期目標を策定する

過程で、事業承継後の取組についてもイメージを持っておくべきである。 

 

（２）経営者の年齢と経営の特徴 

 中小企業庁の実施した調査によると、経営者年齢が上がるほど、投資意欲は

低下し、リスク回避性向が高まることが明らかとなった（図表 15、16）。また

前述のとおり、経営者の交代があった中小企業において、交代のなかった中小

企業よりも経常利益率が高いとの報告もある（図表 13）。 

 これらのことから、中小企業において早期に事業承継を実現することは、中

小企業の事業活動の活性化に寄与するものと考えられる。従って、地域経済の

活力維持・向上のためにも、事業承継に向けた早期の取組を推進していく必要

がある。 
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図表 15：経営者の年代別に見た成長への意識26 

 

図表 16：経営者の年代別に見た今後 3 年間の投資意欲27 

 
 

（３）事業承継を契機として事業の再編を図る場合 

 前述のとおり、事業承継は中小企業の成長・発展の契機である。親族内の後

継者が承継した場合に、後継者が新しい視点から新しい取組に挑戦することも

あれば、Ｍ＆Ａによる事業承継を行った場合に、統合先の会社の事業とのシナ

ジーが発揮されることもある。 

 さらに近年は、事業承継を契機として 2 以上の会社が統合し、経営資源の集

中や管理機能の集約、マーケットの集約を通じた競争力の強化等を行うことで

経営の効率化を図り、さらに強い会社として生まれ変わる事例も報告されてい

る（図表 17）。 

 

                                                   
26 （出典）（株）帝国データバンク「中小企業の成長と投資行動に関するアンケート調査」

（2015 年 12 月） 
27 同上 
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図表 17：事業承継を契機とした統合による効率化の例 

 

 このような形の事業承継に際しては、存続する会社において統合後の商圏等

の確認や統合後の事業計画の検証、顧客との関係等の知的資産を確実に承継す

ること等の準備を入念に行うことが不可欠である。このような取組なくして、

事業再編後の更なる成長は期待できない。 

 実現に向けては多くの課題を整理する必要があるため、事業再編の計画策定

にあたっては中小企業診断士、再編スキームの設計については弁護士・税理士・

公認会計士等の専門家を活用することが有益である。 

いずれにしても、事業承継を契機とした事業再編といった先進的な取組は、

事業承継の円滑化と中小企業の発展の両面から、更なる拡大が望まれる。 

 

４．廃業を検討する場合 

（１）廃業という選択肢について 

事業の継続性に不安がある場合にも、見える化・磨き上げや事業再生手続き

の活用等により、事業承継が可能となる場合もある。特に、従業員・取引先と

の関係で事業継続が望まれるケースもあり、本ガイドラインの該当箇所を参考

に具体的な検討を行い、事業継続の可能性を探ることが望ましい。 

また、支援機関においても、中小企業経営者から廃業の相談を受けたからと

いってすぐに廃業手続きを進めるのではなく、まずは経営者とともにステップ

２（経営状況・経営課題等の把握（見える化））から順に検討すべきである。 

しかしながら、やむを得ず事業承継を断念することとなった場合には、円滑

な廃業（積極的に廃業することを促すものではなく、廃業を決断した経営者が、

債務超過に追い込まれて倒産することがないよう、ある程度経営余力のあるう

ちに、計画的に事業を終了すること）に向けた準備を行っておくことが望まし

い。 
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（２）廃業時に生じ得る諸問題 

 中小企業庁の実施したアンケート調査によると、中小企業経営者が廃業時に

直面した課題としては、「取引先との関係の清算」（40.7％）や「事業資産の売

却」（21.3％）が上位に挙げられた（図表 18）。 

 

図表 18：廃業時に直面した課題28 

 

 

（３）円滑な廃業に向けた事前準備 

廃業にあたっては、上記のとおり多くの問題への対応が必要である。よって、

廃業を決断した場合には、円滑な廃業を実現するためにも、以下の取組を計画

的に実施する必要がある。 

・財務状況の把握 

・早期の債務整理（借入金の返済、債務整理手続きの活用等） 

・廃業資金の確保 

・取引先、金融機関、従業員への説明 

 

 

                                                   
28 （出典）（株）帝国データバンク「中小企業者・小規模事業者の廃業に関するアンケート

調査」（2013 年 12 月） 

 （注）複数回答であるため、合計は必ずしも 100 にはならない。 
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（４）廃業や廃業後の生活をサポートする仕組み 

① 小規模企業共済制度（退職金制度） 

廃業した中小企業経営者へのアンケート調査によると、廃業後に生活が苦し

くなったと回答した者が一定数存在する。そのため、「廃業後の生活資金の確保」

についても、適切な対応が必要である。 

この課題に対しては、小規模企業経営者向けの退職金制度である「小規模企

業共済制度」がある。同制度は、小規模企業において、廃業や共同経営者の退

任、会社等の解散等の場合において、経営者が第一線を退いたときの生活資金

をあらかじめ準備しておくための共済制度である。 

独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しており、同制度に加入後 6 ヵ月

以上経過し、加入者に上記のような事態が生じた場合に、掛金の額と納付月数

に応じて、共済金が支払われる。 

 

② 廃業コスト負担への対応 

設備を廃棄する等のコストも、企業にとって大きな負担である。廃業コスト

に対しては、一部の民間金融機関で事業整理支援ローンを取り扱っているとこ

ろもある。当該事業整理支援ローンは、先行き不透明な経営環境下で今後の事

業展望が描きづらく、業績不振からの脱却が困難であると判断せざるを得ない

企業や、後継者不在等で事業承継対策ができない企業に対し、廃業に至るまで

の事業資金を融資するものである。 

 

③ 廃業にかかる相談窓口 

廃業を含む、様々な経営課題に関する相談に対応するワンストップ相談窓口

として、中小企業庁が各都道府県に「よろず支援拠点」を設置している。 

その他、第六章（83 頁）で紹介する事業承継のサポート機関に対し、早めに

相談を行うことが重要である。 

 

【事例５】円滑な廃業の成功事例 

（創業者の決断により、債務整理を行ったうえで廃業したケース） 

食品製造業を営む中小同族会社の創業者である社長Ａ（78 歳）は、後継者候

補が身内にいないため会社を存続させる対策について悩んでおり、商工会議所

経由で事業引継ぎ支援センターに相談を持ちかけた。 

当社は、長期間赤字が続いていたため金融機関からの新規借り入れが困難で

あり、Ａの個人資産を取り崩して運転資金に充当するなど、資金繰りが苦しい

状態であった。また、顧問税理士からは以前より廃業を進められていたが、自

分が設立した会社を何とか残したいとするＡの強い意志により、事業をこれま

で継続してきた。 

このような状態の会社から相談を受付けたセンターでは、財務内容をまずチ
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ェックしたところ大幅債務超過であり、収支についても黒字化の目処が立たな

いことが判明。加えて建物や製造設備の老朽化が激しく、事業を継続するため

には工場の立て直しが必要であることがわかった。 

親族に加えて従業員の中にも後継者候補がいないことを確認した上で、Ｍ＆

Ａによる引継ぎ先の確保が困難であることを、Ａに対して丁寧に説明。Ａも廃

業することが最善の選択肢である事を理解した。 

廃業を決断したＡは商工会議所の支援を受け、弁護士に相談。従業員を全員

解雇した上で、個人資産の処分による金融機関借入の返済等の債務整理に着手。

最終的には、従業員や取引先などに迷惑をかけることなく、自分が設立した会

社の整理、廃業を行うことが出来た。 
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第三章 事業承継の類型ごとの課題と対応策 

実際に事業承継の取組を進めていく際には、自社の業績や財務状況、さらに

は経営者及び後継者の経営権や個人資産といったことも考慮に入れる必要があ

るが、考慮すべきポイント、対応策については事業承継の類型毎に、異なる部

分があることから、本章では事業承継の類型ごとに課題と対応策を整理してい

く。 

 ただし、どの類型であっても企業と個人に関係する多くの者の思惑と利害が

複雑にからむ多面的な要素を持った問題であることには変わりがなく、できる

だけ経営者自身が健康であるうちに関係者との間で十分な意思の疎通を図って

おくことが望ましい。 

  

１．親族内承継における課題と対応策 

親族内承継について、人（経営）、資産、知的資産の三要素、さらに資産の中

でも債務の承継や、後継者による資金調達といった側面から、課題と対応策を

紹介する。他の類型と比較すると、税負担への対応や株式・事業用資産の分散

防止、債務の承継への対応に関して特に大きな課題が発生しやすいという特徴

を有する。 

 

（１）人（経営）の承継 

① 後継者の選定・育成 

後継者の選定は事業承継に向けた第一歩であり、事業承継の成否を決する重

要な取組である。しかし、経営者が胸の内で後継者候補の見当をつけておけば

よいというものではない。事業承継について後継者候補の同意を得た上で、必

要な育成を行いつつ、親族や従業員、取引先等の関係者との対話を進める必要

がある。 

 

ア）後継者候補との対話 

事業を承継するということは、後継者の人生に大きな影響を与える難しい決

断である。後継者に、事業を受け継ぐ者としての自覚を持たせ、事業承継に向

けて経営者と二人三脚で準備を進めてもらう必要がある。そのためにも、早い

段階から後継者との対話を重ね、事業の実態とともに、現経営者の想いや経営

理念を共有していくプロセスが重要である。「以心伝心」や「阿吽の呼吸」と言

えば聞こえはいいものの、何よりも「現経営者と後継者の対話」、これを通じた

「事業についての認識の共有」を重ねていくことが重要である。 

 

イ）後継者教育 

中小企業の経営者には、事業運営に関する現場の知見はもちろん、営業、財

務、労務等の経営管理に関する幅広い知見も必要である。このような能力を短

期間で習得することは不可能であるから、後継者教育には十分な期間を準備し、
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必要な経験を積ませる必要がある。 

育成方法としては、大別して社内教育と社外教育が挙げられる（図表19参照）。 

 

ⅰ 社内教育 

社内での教育には、現場に関する知見や会社特有の運営方法を学ぶことがで

き、また他の従業員等との信頼関係や一体感を築くことができるなどのメリッ

トがある。また、現経営者の目の届く場所で、経営理念を含めて経営者として

の振る舞いや働き方を直接受け継ぐことができる点も重要である。 

具体的には、営業や製造の現場、総務、財務、労務といった各分野を一通り

経験できるようなローテーションを組むことが考えられる。併せて、経営企画

といった経営の中枢を担ってもらうことで、事業全体に対する理解を促しつつ

重要な意思決定やリーダーシップを発揮する機会を与え、経営者としての自覚

を育てることも検討すべきである。 

 

ⅱ 社外教育 

社外での教育には、他社での勤務経験を積むことと、セミナー等で体系的な

教育を受けることの二つの方法がある。 

取引先や同業種等の他社で勤務させることで、経営手法や技術、会社のあり

方について多様な経験を積むことができ、また外から自社を客観的に見る視点

を持つことができる。また、商工会・商工会議所や金融機関等が主催する「後

継者塾」や「経営革新塾」等へ参加させること、中小企業大学校や大学等の教

育機関で学ぶことも、経営に関する広範かつ体系的な知識を得ることが期待で

きる。 

多様なツールを最大限活用し、後継者の資質や個性、中小企業の実情に適し

た育成方法を選択することが望ましい。 
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図表 19：後継者の育成方法について重視すること29 

 

 

【事例６】後継者教育の実践による事業承継の成功事例 

（営業に注力してきた後継者が、内部管理等のスキルアップに努めたケース） 

中小同族会社の創業者である社長Ａ（71 歳）は、後継者である子Ｂに社長職

を譲ったうえで引退することを考えていたが、Ｂの経営者としての知識や経験

が十分ではないと常々感じていた。 

70 歳を超えたことを機に本格的に事業承継に取り組むことを決意したＡは、

Ｂに経営者としての経験を積ませるため、自社の経営課題と解決策について取

りまとめるように指示した。これまで営業責任者として営業のみに邁進してき

たこともあって独力では対応できないと感じたＢは、（事業引継ぎ支援センター

への相談を通じて）公認会計士に支援を依頼し、課題抽出と対応策の立案に着

手した。 

公認会計士による調査の結果、営業面については青年会議所等で活躍してき

たＢの人脈活用や営業力により、同業他社と比較しても優秀であることが判明。

一方、内部管理面については旧態依然たる状況で、大幅な改善が必要であるこ

とが分かった。 

特に経理財務および人事労務に関して改善が必要であったため、公認会計士

および社会保険労務士の指導を受けながらＢが責任者として対応することを決

                                                   
29 （出典）日本政策金融公庫総合研究所「日本公庫総研レポート 中小企業の事業承継」

（2010 年） 
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定。自社の課題解決を進めると同時に、Ｂは決算書の読み方や財務分析に関す

るスキルアップ、労務関連規程の整備や労務管理手法の習得に努め、社内を掌

握出来るまでに成長した。 

このような活動を通じた社内体制整備の進展を実感したＡは、経営者として

のＢの成長を認め社長交代を決意。現在ではＢが社長に就任し、会社の更なる

成長に向けた取組を行っている。 

 

② 親族等との調整 

 後継者を誰にするかという問題は、経営者個人が誰に事業を承継するかとい

う問題にとどまらず、子や配偶者をはじめとする親族にとっても強い関心事で

ある。これは、株式が親族内で分散していれば、株主たる親族としての関心で

あり、経営者の推定相続人にとっては、自身が将来的にどのような財産を相続

するかという関心でもある。また、事業承継後に親族等の協力を得ることは、

後継者による円滑な事業運営にとっても不可欠な要素である。 

そこで、経営者のリーダーシップのもと、早期に家族会議・親族会議を開催

し、親族との対話を図るなどして、経営者の事業承継に向けた想いを伝え、親

族の同意を得ておくことが極めて重要である。 

 

③ 従業員・取引先・金融機関との事前協議 

 日常的に経営者と接し、当該中小企業においてその生活の糧を得ている従業

員や、中小企業と取引を行っている取引先・金融機関にとって、誰が後継者で

あり、どのような計画で事業承継が行われるかを知ることは、言うまでもなく

重要である。 

 従業員にとってみれば、後継者候補の存在を知らなければ会社の将来性に対

する不安が募り、士気にも関わる。後継者との信頼関係を構築するためにも、

早期に後継者候補や事業承継計画を周知しておくべきである。 

 また、取引先や金融機関に対して、事業承継の話題を持ち出すこと自体が信

用問題につながると考え、避けてしまう経営者も存在すると言われている。取

引先や金融機関にとって、経営者が高齢であるのに事業承継の計画が明示され

ないよりは、後継者候補の紹介を受け、事業承継に向けた計画を明示されたほ

うが、将来にわたって取引関係を継続していく上でも有益であることは明らか

である。仮に事業承継にあたっての課題があるのであれば、金融機関が提供す

る事業承継サービスの利用を検討することも、有用な選択肢であると思われる。 

そこで、自社の後継者候補や事業承継計画について理解・協力を得られるよ

う、早期に説明を行うべきである。 

 

④ 経営の承継の実行 

後継者の確保・育成や関係者との調整を経て、実際に事業を後継者に承継す
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る段階を迎える。 

会社形態であれば、代表取締役の交代による経営権の承継と、株式の移転に

よる所有権（議決権）の承継を行うこととなる。経営権については、現経営者

が代表取締役を辞任し、後継者が代表取締役に就任するための会社法上の手続

きを踏まなければならない。この際、取締役会設置会社においては取締役会決

議が、取締役会非設置会社においては定款の定めに従った手続きが必要となる。

株式については、贈与等の方法によって株主たる地位を後継者に承継し、会社

の株主名簿の書き換えや、贈与であれば贈与税の申告等の手続きが必要となる。 

個人事業主の場合には、ある事業の代表者を示す客観的な概念が存在しない

ため、一般的には現経営者が税務署に対して「廃業届」を提出し（この届に、

後継者の名称を記載することができる）、後継者は「開業届」を提出することと

なる。 

いずれの形態であっても、これらの手続きを法律面・税務面からも円滑に実

行するため、弁護士・司法書士や税理士等の専門家への相談・依頼を行うこと

が有用である。 

 

（２）財産の承継－税負担への対応 

親族内承継においては、先代経営者から後継者に対し、株式や事業用資産を

贈与・相続により移転する方法が一般に用いられている。この場合、贈与税・

相続税の負担が発生するが、事業承継直後の後継者には資金力が不足している

ことが多く、場合によっては会社財産が後継者の納税資金に充てられることも

ある。この場合、事業承継直後の会社に多額の資金負担が生じることとなり、

事業承継の大きな障害となっている。 

以下では、事業承継に向けた準備を進める経営者・後継者や支援機関が知っ

ておくべき基本的な制度等について、概括的に紹介する。いずれの手法も一長

一短があり、個別具体的な事案において最も適合的な手法を採用する必要があ

ることは言うまでもない。また、手法によっては前もっての準備が必要な場合

もある。 

従って、可能な限り速やかに、税務面に関しては税理士に、資金調達につい

ては金融機関等に対して相談するなど、専門家の適切な助言を仰ぐべきである。 

 

① 暦年課税贈与 

想定される利用者 会社・個人事業主 

 財産を生前贈与する場合、贈与税が課税される。いわゆる暦年課税贈与を活

用する場合、年間 110 万円の基礎控除を受けることができる。一方、税率は 10％

～55％の累進課税であるため、株式の評価額が高い場合には贈与税も非常に高

額となり、後継者に多くの株式を贈与することが困難となる場合がある。 
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＜参考＞贈与税の税率 

○一般贈与財産用（一般税率） 

 

※兄弟間、夫婦間、親子間で子が未成年者の場合等に適用される。 

 

○特例贈与財産用（特例税率） 

 

※直系尊属（祖父母や父母など）から、その年の 1 月 1 日において 20 歳以上の

者（子・孫など）への贈与税の計算に適用される。 

 

② 相続時精算課税贈与 

想定される利用者 会社・個人事業主 

 生前贈与を行う場合、上記①の暦年課税贈与によることが原則であるが、受

贈者の選択により、「相続時精算課税制度」の適用を受けることができる。同制

度の概要は以下のとおり。 

 ・相続時精算課税を選択できるのは（年齢は贈与の年の 1月 1日現在のもの）、

贈与者が 60 歳以上の父母又は祖父母であり、受贈者が 20 歳以上かつ贈与

者の推定相続人である子又は孫に該当する場合。 

 ・贈与税は特別控除により累積で 2500 万円までは課税されない。 

 ・贈与額が 2500 万円を超えた場合、その超えた部分については一律 20％の

贈与税が課税される。 

 ・贈与財産の価額は、贈与者について相続発生時に、相続財産の価額に合算

され、相続税において精算される（贈与時に贈与税を納付していた場合、

納付すべき相続税額から控除される。）。 

 

 ただし、一旦相続時精算課税制度を選択すると、その後同一の贈与者からの

贈与については同制度が強制適用され、暦年課税制度によることができないた

め、注意すべきである。また、贈与者の相続時には、贈与財産の贈与時の価額

が相続財産に合算されるため、贈与財産の価額が相続時に上昇した場合には有

利に、下落した場合には不利に働く。従って、暦年課税制度と相続時精算課税

制度のいずれによるかは、贈与が可能な期間や所有財産の価額の動向を勘案し

て慎重に選択する必要がある。 

 

基礎控除後

の課税価格

200万円

以下

300万円

以下

400万円

以下

600万円

以下

1000万円

以下

1500万円

以下

3000万円

以下

3000万円

超

税率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%

控除額 － 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円

基礎控除後

の課税価格

200万円

以下

400万円

以下

600万円

以下

1000万円

以下

1500万円

以下

3000万円

以下

4500万円

以下

4500万円

超

税率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%

控除額 － 10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円 640万円
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＜参考＞暦年課税制度と相続時精算課税制度の比較 

 

 

③ 非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予・免除制度（事業

承継税制） 

想定される利用者 会社 

平成 20 年に成立した経営承継円滑化法に基づき、平成 21 年度税制改正によ

り、「非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予・免除制度」（事業

承継税制）が創設された。事業承継税制は、事業承継に伴って発生する相続税・

贈与税の負担により事業継続に支障が生ずることを防止するため、一定の要件

のもと、その納税を猶予・免除する制度である。 

事業承継税制（相続税）を利用した場合、下記の事例のように、大きな税負
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担の軽減効果が期待できる。 

 

 

【非上場株式等についての相続税の納税猶予・免除制度】  

 本制度は、後継者が相続又は遺贈により取得した株式（ただし、相続開始前

から後継者が既に保有していた完全議決権株式を含めて会社の発行済完全議決

権株式の総数の 3 分の 2 が上限）に係る相続税の 80％の納税が猶予される制度

である。 

 本制度の適用を受けるためには、経営承継円滑化法に基づく経済産業大臣の

｢認定｣を受け、5 年間平均 8 割の雇用維持等の要件を満たす必要がある。要件を

満たせなかった場合には、猶予中の税額を納付しなければならない。 

また、以下の場合に、猶予された相続税の一部又は全部が免除される。 

①後継者が死亡した場合 

②会社が倒産した場合 

③後継者が次の後継者へ贈与を行った場合 

④同族関係者以外に株式を全部譲渡した場合 

（譲渡額が猶予額に満たない場合、その差額部分は免除され、譲渡額を納付す

れば足りる） 

 

＜参考＞相続税の納税猶予・免除制度 
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【非上場株式等についての贈与税の納税猶予・免除制度】  

 後継者が贈与により取得した株式（ただし、贈与前から後継者が既に保有し

ていた完全議決権株式を含めて会社の発行済完全議決権株式の総数の 3 分の 2

が上限）に係る贈与税の 100%の納税が猶予される。 

 要件及び効果については、【相続税の納税猶予・免除制度】と概ね同様である。 

 

＜参考＞贈与税の納税猶予・免除制度  

 
 

【贈与税の納税猶予中に先代経営者が死亡した場合】 

【贈与税の納税猶予・免除制度】の適用を受けている間に、先代経営者（贈

与者）が死亡した場合には、後継者の猶予されていた贈与税は免除され、代わ

りに相続税が課税されることとなる。ただし、一定の手続き（切替確認）を受

けると、上記の【相続税の納税猶予・免除制度】に移行することとなる。 

  

以上のとおり、事業承継税制では、相続税と贈与税の納税猶予及び免除制度

を組み合わせて活用することで、相続のみならず生前贈与による株式の承継に

伴う税負担を軽減することができ、将来にわたる円滑な事業承継が可能となる。 

 

※なお、本ガイドライン作成時点で、事業承継税制については各経済産業局に 

おいて認定事務等を行っているが、第五次地方分権一括法に基づき、平成 29 

年 4 月 1 日（予定）からは都道府県において認定事務等を行うこととなるた 

め、注意が必要である。 
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④ 小規模宅地等の特例 

想定される利用者 
個人事業主 

（会社経営者の個人資産を含む） 

一定の宅地等（相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されてい

た宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等をいい、借地権も含

まれる。）を相続した場合には、相続税の課税価格から一定の割合を減額する制

度である。 

 宅地等の用途ごとの評価額の減額割合、適用対象となる土地面積の上限は以

下のとおりである。 

 

 

・特定事業用宅地等の特例 

特定事業用宅地等（被相続人等の事業の用に供されていた宅地等）は、申告期

限まで事業を継続すること等の条件を満たした場合、400 ㎡まで評価額の 80％

が減額される。この制度は、土地を事業用に利用している個人事業主にとって、

非常に有用な制度であるといえる。 

例えば、500 ㎡、総額 1 億円の土地、相続人が子供 1 人の場合の計算例は以

下のとおり。 

【減額される額】  1 億円× 400 ㎡／500 ㎡ ×80％＝6,400 万円 

【相続税の課税価格】1 億円－6,400 万円＝3,600 万円 

【課税遺産総額】  3,600 万円－3,600 万円（基礎控除額）＝0 円 

 

なお、一定の要件を満たす同族会社の事業を承継する場合についても同様の

減額がある（特定同族会社事業用宅地等の特例）。この制度は、経営者個人の所

有する土地を自社の事業に利用している会社経営者による利用が想定される。 
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⑤ 退職金 

想定される利用者 会社・個人事業主 

一般に、退職金はその支給を受けた人の所得税等の課税対象となるが、被相続

人の死亡後３年以内に支給が確定した退職金、いわゆる死亡退職金（死亡後に

確定した生前退職金も含む）は、相続税の課税対象となる。 

 死亡退職金のうち、被相続人のすべての相続人が取得した退職金の合計額が、

下記の非課税限度額の枠内であれば、課税されない（限度額を超えた部分につ

いて課税される。）。 

 （非課税限度額） 

  500 万円 × 法定相続人の数 ＝ 非課税限度額 

 

 すべての相続人が受け取った退職金の合計額が非課税限度額を超えた場合、

ある相続人が課税される退職金の金額は、次の計算式によって計算する。 

 

 

 なお、個人事業主であれば、前述の小規模企業共済制度の活用により、会社

における退職金と同様のメリットを受けることができる。 

 

（３）財産の承継－株式・事業用資産の分散防止 

株式の相続に際し、遺産分割や遺留分減殺請求等の結果によっては、株式が

多数の相続人に分散してしまう場合がある。株式が分散した場合、株主総会の

運営等をはじめとする株主管理コストが高まり、場合によっては株式の買取り

を請求され会社の資金流出が生ずるといったトラブルが発生し、事業の円滑な

承継が阻害される可能性がある。 

そのため、先代経営者の相続発生に先立つ事前の対策が重要であり、既に分

散してしまった場合にも、事後的な対策をとることが望ましい。 

なお、個人事業主においても、その事業用資産の承継に際して同様の問題が

生ずるが、採り得る選択肢に違いがあるため、各項の説明、及び第五章（73 頁）

を参照されたい。 

また、現在法制審議会民法（相続関係）部会において、相続法制の見直しに

ついて調査審議が行われており、中小企業の事業承継にも何らかの影響を及ぼ

す可能性があるため、その動向を注視すべきである。 
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【株式・事業用資産の分散を防止するための事前の対策】 

① 生前贈与 

想定される利用者 会社・個人事業主 

 株式・事業用資産の分散は、先代経営者の相続発生を見据えた対策がなされ

ていなかったことに起因して発生することが多い。 

従って、分散を防止する最もシンプルな対策は、相続発生前に、先代経営者

から後継者へ株式・事業用資産の生前贈与を行うことである。第一章で詳しく

述べたとおり、事業承継の円滑化のためには早期・計画的に事業承継に向けた

準備を行うことが重要であるところ、生前贈与は先代経営者の意思に基づき、

確実に事業承継を進めることができる手法であるため、円滑な事業承継実現の

観点から極めて有用である。 

 一方、一定額以上の株式・事業用資産を贈与する場合、当然贈与税を課税さ

れることとなるため、前述のとおり、暦年課税制度、相続時精算課税制度、事

業承継税制を活用することにより、贈与税の軽減策を検討することが不可欠で

ある。 

 なお、生前贈与は、株式・事業用資産の分散防止のほか、先代経営者が健在

のうちに、その支援・助言を受けながら後継者へ計画的に事業承継を行うこと

ができ、「知的資産の承継」に必要な伴走期間を確保することができるというメ

リットもある。 

 

② 安定株主の導入（役員・従業員持株会、投資育成会社、金融機関、取引

先等） 

想定される利用者 会社 

 株式の分散は、後継者が株式を承継しようとする際に、その納税負担等に耐

えられず、他の相続人等に承継させることなどによって発生する。このような

事情に起因する株式分散を防止する手法として、経営者の他に安定株主を導入

する方法が用いられている。ここでいう安定株主とは、基本的には現経営者の

経営方針に賛同し、長期間にわたって保有を継続してくれる株主をいう。 

 安定株主が一定割合の株式を保有する場合、経営者は当該安定株主の保有株

式と合計して安定多数の議決権割合を確保すればよいため、承継すべき株式の

数は相対的に低下する。また、総株式数から安定株主の保有株式を控除した部

分が承継の対象となるため、相続が発生した場合の相続財産の総額が減少する。 

 なお、安定株主導入の副次的な効果として、中小企業の経営に第三者の立場

として参画することで、客観的な視点からの助言や、中小企業経営者が持って

いない知見に基づく助言を受けられるといったメリットもある。 
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③ 遺言の活用 

想定される利用者 会社・個人事業主 

先代経営者が遺言において、どの財産を誰に承継するかを明確にすることに

よって、相続争いや遺産分割協議を回避し、後継者に株式や事業用資産を集中

させることができる。 

 仮に遺言がない場合、遺産の分割方法は遺産分割協議を経て決定することと

なり、結果として自社株式や事業用資産が分散してしまったり、協議がまとま

らずに相続紛争に発展してしまったりする事例も見られる。 

 なお、遺言は民法上定められた形式を満たさない場合や、遺言作成に足りる

判断能力がない状態で作成された場合など、無効とされてしまう可能性もある

ため、注意が必要である。この問題は自筆証書遺言の方式によった場合に顕著

であるため、まずは公正証書遺言の作成を検討すべきである。 

また、遺言はあくまでも「事後」に関係者に表面化するものであり、生前贈

与等の早期の承継の次善策にとどまることや、遺留分への配慮が必要であるこ

と等にも留意が必要である。 

 遺言の他、死因贈与によることも同様の効果があるので、適切な手法や手続

き等について、弁護士等の専門家に相談することが有益である。 

 

＜参考＞遺言書のイメージ 

 

※実際に作成する際は、弁護士等の専門家に相談されたい。 



 

51 

 

④ 遺留分に関する民法特例 

想定される利用者 会社 

ア）遺留分に関する民法特例の概要 

民法上、遺族の生活の安定や最低限度の相続人間の平等を確保するために、

相続人（兄弟姉妹及びその子を除く。） に最低限の相続の権利を保障しており、

これを遺留分という。 

推定相続人が複数いる場合、後継者に自社株式を集中して承継させようとし

ても、遺留分を侵害された相続人から遺留分に相当する財産の返還を求められ

た結果、自社株式が分散してしまうなど、後継者による安定的な事業の継続に

支障が生ずるおそれがある。 

そこで、将来の紛争防止のため経営承継円滑化法に基づく遺留分に関する民

法の特例を活用すると、後継者を含めた先代経営者の推定相続人全員の合意の

上で、先代経営者から後継者に贈与等された非上場株式について、一定の要件

を満たしていることを条件に、 

 ①遺留分算定基礎財産から除外（除外合意） 

又は 

 ②遺留分算定基礎財産に算入する価額を合意時の時価に固定（固定合意） 

をすることができる。 

 本制度については、事業承継時点における関係者の合意に法的な効力を付与

することが可能であり、将来にわたり株式に関する紛争の危険性を低下させる

ことが期待できることから、事業承継税制の活用の有無にかかわらず（親族外

であっても）、積極的に活用を検討していくべきである。 

なお、除外合意の基礎となる非上場株式の評価方法については、平成 21 年 2

月に中小企業庁が発表した「経営承継法における非上場株式等評価ガイドライ

ン」等を参照・活用することも有益である。 

 

イ）除外合意について 

贈与した株式等を遺留分算定基礎財産から除外する旨の合意である。 

現経営者の生前に、経済産業大臣の確認を受けた後継者が、遺留分権利者全

員との合意内容について家庭裁判所の許可を受けることで、現経営者から後継

者へ贈与された自社株式その他一定の財産について、遺留分算定の基礎財産か

ら除外することができる。 

これにより、事業継続に不可欠な自社株式等に係る遺留分減殺請求と、それ

による株式等の分散を未然に防止することができる。 
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＜参考＞除外合意の概要 

 

  

ウ）固定合意 

贈与した株式等の評価額を予め固定する旨の合意である。 

生前贈与後に、後継者の貢献により株式価値が上昇した場合でも、遺留分の

算定に際しては相続開始時点の上昇後の評価で計算される。このため、経済産

業大臣の確認を受けた後継者が、遺留分権利者全員との合意内容について家庭

裁判所の許可を受けることで、遺留分の算定に際して、生前贈与株式の価額を

当該合意時の評価額で予め固定することができる。 

これにより、後継者が株式かつの上昇分を保持できることとなり、経営意欲

の阻害要因が排除されるものと考えられる。 

 

＜参考＞固定合意の概要 
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【株式・事業用資産が分散した場合の事後の対策】 

① 買取資金等の調達 

想定される利用者 会社・個人事業主 

相続などにより分散した株式・事業用資産の買取り（会社に対する貸付金や

未収金の弁済を含む。）を行う場合、その取得資金や、これらの資産に係る贈与

税・相続税の納税のために多額の資金ニーズが発生する場合がある。 

後継者に手元資金が不足している場合、借入れによる資金調達を行うことが

考えられるが、経営者の交代による信用状態の低下等により、金融機関から借

入れをする際に金利等の条件を厳しくされる場合や、十分な額の借入れを行う

ことができない場合がある。 

このような場合、経営承継円滑化法の金融支援を活用すると、日本政策金融

公庫等から低利で融資を受けることや、信用保証協会の通常の保証枠とは別枠

の保証を利用することができる。 

同制度を利用するためには一定の要件を満たす必要があるため、詳細につい

ては、最寄りの経済産業局や税理士等の専門家、金融機関へ相談を行うことが

有益である。 

 

② 自社株買いに関するみなし配当の特例 

想定される利用者 会社 

上記のとおり、株式・事業用資産の集約の方法としては、後継者や中小企業

による買取りを行うことが一般的である。しかし従来、非上場株式を発行会社

に譲渡した場合、譲渡対価のうち発行会社の資本金等の額を除く部分（利益積

立金相当）について、譲渡益の額や他の所得の額に応じ、みなし配当課税（最

高 55.945%の累進課税）がかかるため、売主の手取り額が減少し、集約が進ま

ないといった課題があった。また、後継者以外の相続人にとって、発行会社へ

の売却による相続税納税資金の調達が困難であるとの指摘もあった。 

そこで、非上場株式を相続した個人が、相続税の申告期限から 3 年以内に発

行会社に相続株式を売却した場合（いわゆる金庫株の活用）、みなし配当課税（最

高 55.945%の累進課税）でなく、譲渡益全体について譲渡益課税（20.42%）が

適用される旨の特例が設けられている。 

また、自社株式に係る相続税の額が、相続した財産のうちに占める譲渡した

自社株式の割合に応じ、取得費に加算される特例も利用できる。 

 

③ 会社法上の制度の活用 

 分散してしまった株式を再度集約する方法として、会社又は後継者が株主か

ら株式の買取りを行うのが通常である。その際、通常の売買契約によるのであ

るから、株主と交渉の上、任意に買取りを行わざるを得ない（もちろん、株主

が売却を拒絶することもあり得る。）。 
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 このような場合の対応策として、次の二つの方法が考えられる。 

 

ア）相続人等に対する売渡請求（会社法第 174 条） 

想定される利用者 会社 

  あらかじめ定款に定めておくことにより、相続等で株式が移転した場合、

会社が当該株式の相続人に対し、会社へ売り渡すよう請求することができる

制度である（法人である株主の合併により株主が変更する場合等を含む）。 

この制度を利用するにあたっては、主に以下の点に留意すべきである。 

・請求期限 

相続等があったことを知った日から 1 年以内に、株主総会の特別決議を

経て請求する必要がある。 

 ・売買価格 

株式の売買価格は当事者間の協議によるが、協議が調わない場合、裁判

所に売買価格決定の申立てをすることができる（申立ては売渡請求の日か

ら 20 日以内に行わなければならない。）。 

 ・財源規制 

会社の純資産から資本及び法定準備金等を控除した額（分配可能額）の

範囲内でのみ株式の買取りを行うことができる（会社法第 461 条）。 

 ・後継者に対する買取請求の可能性 

    現経営者について相続が発生し、株式を後継者が取得した場合、非支

配株主が主導して会社から買取請求が行われる可能性がある。このとき、

買取請求を行うか否かを決する株主総会において、当該後継者は利害関

係株主として議決権を行使することができないため、請求するか否かは

後継者以外の株主による議決に委ねられる。結果として、後継者が取得

した株式について買取請求が行われ、支配権を失ってしまうおそれがあ

る（当然、財源規制による制限はある。）。 

 

イ）特別支配株主による株式等売渡請求（会社法第 179 条） 

想定される利用者 会社 

  株式会社の総株主の議決権の 90％以上を有する株主は、他の株主の全員に

対し、その保有するその会社の株式の全部を自己に売り渡すことを請求する

ことができる。 

  手続きの大まかな流れは以下のとおりである。 

 



 

55 

 

 

  

この方法を採るためには経営者が単独で 90％以上の株式（議決権）を保有し

ている必要があるものの、この要件を満たす場合には、経営の安定化の観点か

ら有用な手法であると言える。 

 

④ 名義株の整理 

 平成 2 年の商法改正前においては、株式会社を設立するためには最低 7 人の

発起人が必要であり、各発起人は 1株以上の株式を引き受けねばならなかった。

そのため、当時設立された株式会社にあっては、設立当時から株主が 7 人以上

存在し、株式の分散が進んでいることが一般的であった。 

 上記の商法の規定等に起因して、他人の承諾を得て、他人名義を用いて株式

の引き受け・取得がなされることがあり、名義上の株主と実質的な株主が異な

る、いわゆる名義株が多く発生した。 

 このような状況を放置しておくと、まったく見ず知らずの“自称”株主から、

突然株主の権利が主張され、実質的な株主との間で紛争となることがある。ま

た、将来的に M&A 等を行おうとした場合、名義株主が真の株主であることを

主張して譲渡を拒否する、あるいは対価を要求する等、様々な問題が生じ得る。 

 そのため、事業承継に先立ち、株主名簿の整理を行って株主を確定し、名義

株が存在する場合には、名義上の株主との間で合意を結ぶなど、権利関係を明

確にしておくべきである。 

 なお、名義株の株主については判例上、「名義人すなわち名義貸与者ではなく、

実質上の引受人すなわち名義借用者がその株主となるものと解するのが相当」

として、形式的な名義ではなく、実質的な株主を基準に判断するものとしてい

る（最判昭和 42 年 11 月 17 日民集 21 巻 9 号 2448 頁）。 
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⑤ 所在不明株主の整理 

想定される利用者 会社 

上記④のような過程で株式が分散し、さらに相続が発生するなどして人間関

係が希薄化したため、株主名簿上の株主の所在が不明となってしまう事例が頻

発している。 

所在不明株主が存在する場合、突然株主権が主張される事態が想定される他、

株式譲渡の方法で会社を売却しようとする場合に、全株式を譲渡することがで

きないため、買い手にとっては全株を取得できず、いつ株主権を主張されるか

わからない、というリスクを負うことになる。その結果、会社を売却すること

ができないという事態も想定される。 

また、全株主の同意が必要な行為をする場合や、株主総会の招集通知等の手

続きを行うためにも、株主の所在を把握しておく必要があることは当然である。 

 そのため、現時点での株主を確定し、その所在地や連絡手段を確保しておく

必要がある。 

なお、5 年以上継続して会社からの通知が到達しない株主が所有する株式は、

一定の手続きを経て会社が処分（競売・売却・自社株買い）することができる

（会社法第 197 条）。この手段をとるには公告・通知といった会社法上の手続き

を行わなければならないため、速やかに弁護士等の専門家に相談すべきである。 

 

（４）債務・保証・担保の承継 

 ① 対応の必要性 

中小企業経営者においては、事業承継を行うにあたり、債務・保証・担保等

の円滑な承継にも留意が必要である。会社が負っている債務は事業承継にかか

わらず会社が負い続けるものの、経営者個人が借入れを行って会社に貸付けて

いる場合や、会社の借入れについて現経営者が個人（連帯）保証を提供してい

る場合、自己所有の不動産等を担保に提供している場合等には、これらの処理

を検討しなければならない。 

対応を行わない場合、事業承継後も現経営者がそれらの負担を追い続けるこ

ととなり、相続が発生した場合には債務を相続人間でどのように負担するのか

という困難な問題が生ずることとなる。例えば、現経営者が個人で事業用資金

を借り入れており、当該借入債務を相続する際に後継者が単独で引き受けよう

としても、これには金融機関等の債権者の同意が必要となる。従って、将来の

相続時のリスクを回避するため、事業承継時に現経営者から後継者へ、事業用

資金の借入債務や担保に供している事業用資産も併せて承継しておく必要があ

る。 

債務・保証・担保については、その処理を確実に行わなければ、円滑な事業

承継の実現が困難となるばかりか、かかる負担が重荷となり、後継者が承継を

断念するおそれすらある。 
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事業承継に向けて、経営改善等を通じた資金繰りの改善により債務の圧縮を

図りながら、金融機関との信頼関係を構築することが重要となる。 

 

 ② 経営者保証に関するガイドラインに即した対応 

想定される利用者 会社 

従来、金融機関は、経営への規律付けや信用補完の観点から、経営者に連帯

保証を求めることが多く、その際には、当然経営者の経営能力に対する評価が

前提とされている。事業承継においては、一般に経験やノウハウに乏しい後継

者が事業を承継するため、事業承継時の保証の解除に対しては消極的であった。 

前述の通り、保証・担保の承継は事業承継時の大きな課題のひとつであるが、

経営者保証の課題・弊害を解消するため、日本商工会議所と一般社団法人全国

銀行協会を事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」により、

平成 25 年 12 月に「経営者保証に関するガイドライン」（以下、「経営者保証ガ

イドライン」という。）が策定された。 

中小企業の経営者保証に関する契約時及び履行時等における中小企業、経営

者及び金融機関それぞれの対応についての中小企業団体及び金融機関団体共通

の自主的・自立的な準則である経営者保証ガイドラインには、保証契約締結時

の主たる債務者、保証人及び債権者の対応と並んで既存の保証契約の適切な見

直しについて記載され、その中で、事業承継時における経営者の個人保証（経

営者保証）の取扱いについて記載している。そこでは、事業承継に際し、中小

企業による情報開示や金融機関（債権者）による保証契約の必要性等に関する

検討など、同ガイドラインに沿った対応が求められている。 

経営者保証ガイドラインの策定後、独立行政法人中小企業基盤整備機構の実

施したアンケートによれば、経営者保証を解除したいと考えている中小企業経

営者のうち、金融機関に対して、経営者保証の解除を申し出、又は相談を行っ

た経営者は、全体の 2 割である（図表 20）。そして、金融機関に対して経営者の

個人保証の解除の申し出・相談を行った中小企業経営者のうち、4 割の経営者が、

金融機関が保証解除に応じたと回答している（図表 21）。 

一般に、自ら経営者保証の解除を申し出る中小企業は、その申し出の際には

経営者保証ガイドラインに即した対応（詳細は後述）を行っている、もしくは

その努力を行っている事業者であると考えられるが、申し出の結果、多くの経

営者が、経営者保証の解除や解除困難な理由の丁寧な説明など、一定の効果を

得られている。 

このように、経営者保証ガイドラインは中小企業経営者の個人保証の問題に

関し、新しい動きを生み出しているものと言える。 
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図表 20：金融機関に対する経営者保証の解除の申し出・相談の有無30 

 
 

図表 21：金融機関に経営者保証の解除の申し出・相談を行った結果31 

 

 

                                                   
30 （出典）（株）東京商工リサーチ「経営者保証に関するガイドライン認知度アンケート報

告書」（2016 年 2 月）再編加工 
31 同上 
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【中小企業側に求められる対応について】 

第一に、経営者保証（後継者含む）に依存しない資金調達を希望する中小企

業経営者には、以下の対応が求められる。これらの対応は、事業承継に向けた

準備段階の「見える化」（21 頁）、「磨き上げ」（24 頁）とも関連するものである。

例えば、会計要領を活用した経営状況の見える化や、本業の競争力強化（磨き

上げ）による財務基盤の強化等は、結果として経営者保証ガイドラインの求め

る対応につながるものと考えられる。 

 

①法人と経営者との関係の明確な区分・分離 

②財務基盤の強化 

③財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性の確保 

 

第二に、事業承継時の対応として、現経営者及び後継者は、対象債権者から

の情報開示の要請に対して適時適切に対応する必要がある。特に、経営者の交

代により経営方針や事業計画等に変更が生じる場合には、その点についてより

誠実かつ丁寧に、対象債権者に対して説明を行うことが必要である。  

 

【金融機関側に求められる対応について】 

経営者保証ガイドラインでは、金融機関は前述の対応を図る中小企業経営者

に対して、中小企業側の経営状況、資金使途、回収可能性等を総合的に判断す

る中で経営者保証を求めない可能性、その他代替的な融資方法を活用する可能

性について、主たる債務者の意向も踏まえた上で、検討する必要がある。 

また、上記の中小企業経営者に対して、経営者保証を求めることがやむを得

ないと判断されたとき等には、金融機関としては、債務者及び保証人に対する

丁寧な説明・適切な保証金額の設定を行うことが求められる。 

さらに、事業承継時においては、現経営者との保証契約の解除や後継者との

保証契約の締結に関し、実質的な支配権の所在や既存債権の保全状況、企業の

資産や収益力による借入金返済能力等を勘案し、必要な情報開示を得たうえで、

保証契約の必要性等について改めて検討することが求められる。 

（参考）「経営者保証ガイドライン」について 

平成 26 年 2 月より適用を開始している経営者保証ガイドラインでは、経営者

の個人保証について、 

①法人と経営者との関係が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保

証を求めないことなどを検討すること32 

②多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定

                                                   
32日本公認会計士協会が、「『経営者保証に関するガイドライン』における法人と経営者との

関係の明確な区分等に関する手続等について」を策定（平成 26 年 9 月 3 日） 
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の生活費等（破産手続きを行った場合に経営者の手元に残すことができる自

由財産 99 万円に加え、年齢等に応じて 100 万円～360 万円）を残すことや、

「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること 

③保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること 

などを定めている。 

第三者保証人についても、上記については経営者本人と同様の取扱いとな

る。  

なお、経営者保証に関するガイドライン本文及びＱ＆Ａの詳細は、日本商

工会議所及び全国銀行協会のＨＰに記載されている。 

日本商工会議所：http://www.jcci.or.jp/sme/assurance.html 

全国銀行協会 ：http://www.zenginkyo.or.jp/adr/sme/index.html 

また、全国の商工会議所には、「経営者保証に関するガイドライン」に関す

る相談窓口が設置されている。 

 

 ③その他の留意点 

以上の他、将来現経営者について相続が発生した場合、 

・現経営者の会社に対する貸し付けについては、たとえ債務超過であった  

としても当該貸付債権は相続財産として原則として相続税の課税対象にな

ること 

・現経営者が会社の債務について連帯保証しており、債務超過のため保証債務

の履行を求められる可能性があったとしても、その不確実性のために相続財

産について債務控除の対象にならない場合が多いこと 

等についても、留意が必要である。 

 

（５）資金調達 

① 事業承継時にかかる資金の必要性について 

事業承継を行うにあたっては、下記に例示する一定の資金が必要となる一方、

経営者交代により信用状態が悪化し、金融機関からの借入条件や取引先の支払

条件が厳しくなることが懸念される。 

 

 （例）事業承継において必要な資金 

   ・事業承継前に自社の磨き上げのためにかかる投資資金 

・先代経営者からの株式や事業用資産の買取り資金 

   ・相続に伴い分散した株式や事業用資産の買取り資金 

   ・先代経営者の所有する株式や事業用資産にかかる相続税の支払い資金 

   ・事業承継後に経営改善や経営革新を図るための投資資金 

 

事業承継を行うにあたっては、各段階の資金ニーズに応じた円滑な資金調達
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を行う必要があることから、取引金融機関等との間で事業承継計画や課題、資

金ニーズについての認識を共有しておくことが重要である。 

 

② 事業承継時の金融支援（経営承継円滑化法）について 

想定される利用者 会社・個人事業主 

前述の通り、事業承継においては取引金融機関との十分な連携が重要である

が、他方で、事業承継時の融資は、民間の金融機関では対応困難な場合も想定

されることから、経営承継円滑化法おいて、下記の金融支援を整備している。 

 

○株式会社日本政策金融公庫の融資 

・中小企業・小規模事業者向けの政府系金融機関。経営承継円滑化法における

経済産業大臣の認定を前提に、後継者個人の株式取得資金の融資が可能。 

 

○信用保証協会の保証枠の別枠整備 

・中小企業が金融機関から事業資金を調達する際に「信用保証」を行う機関。

経営承継円滑化法における経済産業大臣の認定を前提に、事業承継にかかる

資金は通常の保証枠と別枠で信用保証を行うことが可能。 

  

また、上記の支援の他、前述の両機関やその他公的機関（株式会社商工組合

中央金庫、中小企業投資育成株式会社など）において、円滑な事業承継におけ

る資金調達支援を実施している。 

 

２．従業員承継における課題と対応策 

（１）従業員承継における課題 

「従業員承継」を行う際には、現経営者の親族や、後継者である従業員の配

偶者といった関係者の理解等を得るのに時間がかかる場合もあるため、後継者

の経営環境の整備により一層留意する必要がある。また、株式・事業用資産を

相続等によって取得する親族内承継と比較して、所有と経営の分離が生じやす

いと言える。株式・事業用資産の承継は、有償譲渡によることが多く、その場

合、相続税対策は不要となるものの、買取資金の調達や現経営者及び親族との

合意形成が極めて重要となる。 

なお、遺贈や贈与によって株式・事業用資産を承継する場合は相続税・贈与

税の課税を受けることがあるため、留意が必要である。 

 

（２）人（経営）の承継 

従業員が後継者となる場合、社内で一定の経験を積み、経営に近い役割を担

ってきた従業員、いわゆる「番頭さん」が後継者となる例が多い。「番頭さん」

は他の従業員との信頼関係を構築できているため、会社の一体感などを事業承
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継後も維持しやすいといったメリットがあることは既に述べたとおりである。 

一方、従業員と経営者で大きく異なるのが、会社を経営することに対する覚

悟や責任感であると言われている。そのため、従業員に承継を行おうとする場

合、まずは当該従業員との対話を重ね、また責任のある役職に置くなどして、

自身の責任で会社を経営するのだ、という覚悟を持ってもらうことがまず重要

である。 

また、現経営者の親族等が事業承継後の従業員後継者による会社経営に協力

していけるよう、現経営者による親族等の関係者との対話も重要である。ここ

でいう関係者には、会社経営という大きな責任を引き受ける従業員後継者の配

偶者等も含まれるものと考えられる。 

近年は、従業員後継者と現経営者の親族との関係を調整するために無議決権

株式や優先株式等を活用するケースも見られ、専門家への相談を行うことも有

用である。 

 

（３）資金調達（ＭＢＯ・ＥＢＯ） 

後継者の経営を安定させるためには一定数の株式や事業用資産の取得が必要

だが、いわゆるＭＢＯ（役員による株式取得：Management Buy-Out）やＥＢ

Ｏ（従業員による株式取得：Employee Buy-Out）に代表されるように、有償の

譲渡により株式・事業用資産の承継が行われることが多い。 

しかしながら、現経営者の親族外の役員や従業員は、現経営者から株式・事

業用資産以外の資産の取得が期待できないことなどから、買取資金を調達でき

ないことが多い。そのため、円滑な従業員承継を実現するためには、資金調達

の成否が非常に重要であると同時に、従業員承継の実現を阻む高いハードルと

なっている。 

資金調達の手法としては、①金融機関からの借り入れ、②後継者候補の役員

報酬の引き上げなどが一般的である。その際、親族内承継の説明箇所で述べた

経営承継円滑化法に基づく金融支援（60 頁）は親族外の後継者にも利用が可能

であるため、積極的な活用が期待される。 

従来は、上記のとおり金融機関からの融資によって株式・事業用資産の取得

資金を調達することが多かったが、近年は、一定の規模を有する中小企業の事

業承継において、後継者の能力や事業の将来性を見込んで、ファンドやベンチ

ャーキャピタル（ＶＣ）等からの投資によってＭＢＯ・ＥＢＯを実行する事例

が増えてきている。そのスキームの流れは概ね以下のとおりであり、円滑な従

業員承継を実現する環境が整ってきているといえる。 

①後継者（役員・従業員）が、自己資金や金融機関からの借入れにより対象会

社の株式を取得する特定目的会社（ＳＰＣ）を設立し、ファンドやＶＣがＳ

ＰＣに出資。 

②ＳＰＣが、自己資金の不足分を金融機関から借入れ。 

③ＳＰＣが現経営者から対象会社株式を買い取り、対象会社を子会社化。 
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※ＳＰＣが対象会社を吸収合併することもある。 

④対象会社からＳＰＣへの配当等により、金融機関からの借入れを返済。 

 

（４）株式の分散の防止 

親族内承継の説明箇所で示した経営承継円滑化法の民法特例（50 頁）につい

ては、平成 28 年 4 月 1 日から親族外後継者が贈与を受けた株式等についても遺

留分減殺請求の対象から除外することが可能となっている。本改正により、資

金調達が困難であるなどの事情で従業員後継者に対する株式の贈与を選択した

場合であっても、遺留分に関する特例の適用を受けることができるため、後継

者が将来にわたり安定的な経営を行うための手法として活用が進むことが期待

される。 

 

（５）債務・保証・担保の承継 

従業員に承継を行う場合、現経営者による個人保証の処理方法が問題になる

ことが多い。後継者が十分な資金力を有していれば、個人保証を引き継ぐとい

うことも考えられるが、これについて、後継者の家族等が反対したために事業

承継自体を断念したケースなども存在する。 

専門家の助言等を得ながら、親族内承継の説明箇所（55 頁）で述べたような

債務整理の実施や、経営者保証ガイドラインの活用等を通じて、現経営者、後

継者、その他の関係者が納得できる処理方法を検討することが望ましい。 

 

【事例７】債権者との調整を経た従業員承継の成功事例 

（債務超過であったが、弁護士の支援で金融機関との調整に成功したケース） 

オーナー社長は 80 歳近くと高齢であるが親族等の後継者候補はおらず、他方

で従業員は事業を続ける士気が高く、社長自身も従業員への事業承継の必要性

は認識していた。ただし、大きなネックとなったのは、金融機関からの借入金

が会社の収益力に比して過大であり、これを返済しながら事業を続けるのは酷

であること、社長が金融機関の借入金の連帯保証をしていたが、家族と居住す

る無担保の自宅不動産（妻と 2 分の 1 ずつで共有していた）を所有していたこ

とであった。 

事業承継の進め方に関しては、オーナー社長、幹部社員、弁護士が鋭意協議

を重ね、とりあえずは幹部社員が出資する新会社に事業を承継させた。その直

後に弁護士が旧会社と社長の代理人として全金融機関（信用保証協会がメイン）

と鋭意協議を重ね、結果的に全金融機関の同意を得て、新会社が対金融機関負

債を収益力に見合った範囲で一部を承継し、社長が旧会社の資産を換価するこ

とを条件に、金融機関に対する旧会社の借入債務とオーナー社長の連帯保証債

務の免除を受けることができた。債務免除にあたっては、近時新たな運用が始

まり案件が増え始めていることで注目を集めている特定調停手続を活用した。
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また、「経営者保証に関するガイドライン」の適用を受けて、社長に自宅不動産

の共有持分を残すこともできた。 

事業承継後の新会社は、幹部社員である経営者の下、経営改善を着々と進め、

１期目から営業黒字を上げて業績は堅調である。 

 

３．社外への引継ぎ（Ｍ＆Ａ等）の手法と留意点 

以下では、社外への引継ぎについて、代表的な手法及びそれぞれの特徴を簡

単に解説することとする。手続きの詳細等については平成 27 年 4 月公表の「事

業引継ぎガイドライン」を参照されたい。 

 

（１）社外への引継ぎ（Ｍ＆Ａ等）の代表的な手法 

事業承継に際して事業を社外に引き継ぐ場合、主に用いられる手法は以下の

とおりである。 

・会社の株式を他の会社に譲渡する方法（子会社化） 

・株式を他の個人に譲渡する方法 

・会社の事業を他の会社に譲渡する方法 

・個人事業主の事業を他の個人事業主に譲渡する方法 

このように、社外への引継ぎには、株式譲渡（①、②）と事業譲渡（③、④）

という二つの手法が用いられることが一般的である。 

 

① 株式譲渡 

現経営者が所有している株式を第三者（後継者）に売却する手法である。こ

の場合、売り手企業の株主が現経営者から買い手である第三者に変わるのみで、

従業員との雇用関係や取引先・金融機関との契約関係等には変動がないため、

事業承継後も円滑に事業を継続しやすいという利点がある。 

ただし、簿外債務や現経営者が認識していない偶発債務等も含めて承継され

る点や、株式の売却価格が時価と比較して著しく低い場合、時価で売却された

とみなされて譲渡所得課税を受けるおそれがある点（みなし譲渡）等には留意

すべきである。 

 

② 事業の全部譲渡 

 会社や個人事業主の事業全体を売却（主として対価は現金）する手法である。 

個別の資産ではなく、工場や機械等に加えてノウハウや知的財産権、顧客な

ど、事業を成り立たせるために必要な要素を対象とする。株式譲渡と異なり、

譲渡する対象資産等を特定することとなるため、買手にとっては予期せぬ簿外

債務等を承継するリスクを低減することができる。 

なお、事業譲渡の手法は、例えば個人事業主が、起業家を後継者候補として、

財産や知的資産等を承継する（個人への引継ぎ）際にも有効である。 
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 ③ 事業の一部譲渡 

会社が行っている事業全体のうち、個別の事業を売却（主として対価は現金）

する手法である。 

株式譲渡等と比較すると、譲渡の対象資産が選別されるため、従業員との雇

用関係や買い手にとって不要な資産は引き取ってもらうことができない場合も

生じることがある。他方で、買い手の見つかりやすい事業・資産を選別するこ

とや、現経営者が手元に残したい事業・資産を選別することが可能であり、柔

軟性の高い手法である。 

なお、譲渡しなかった部分は現経営者の手元に残ることとなるため、事業の

全体の承継が完了するわけではない点に留意が必要である。 

 

＜参考＞Ｍ＆Ａで用いられるその他の手法 

Ｍ＆Ａにおいては、株式譲渡・事業譲渡の他、以下の手法が用いられること

もある。これらの方法によった場合、現経営者は他社の株式を取得することと

なり、会社経営から完全に離脱することはないため、別途株式譲渡等の手法に

よって事業承継を完了させる必要があることに留意すべきである。 

 

① 株式交換 

自社の株式と他社の株式を交換する手法である。 

株式交換を行うことで二つの会社が完全親子関係を構成することとなるた

め、株式譲渡と同様、雇用関係や契約関係等には変動を来さない。 

株式交換後に存続する会社からすれば、手元資金がない状態でも、金庫株の

活用や新株の発行により他社を傘下に収めることができるという利点がある。 

 

② 合併 

会社の全資産・負債、従業員等を全て他の会社（合併存続会社）と統合する

手法である。例えば吸収合併の場合、売手の企業（吸収合併消滅会社）は吸収

合併存続会社に吸収されることとなる。 

 

 ③ 会社分割 

複数の事業部門を持つ会社等が、その一部を切り出してこれを他の会社に売

却する手法である。 

例えば、食品の製造・販売を行なっている会社が、特定の事業に組み込まれ

ている貸地、貸家、マンションなどの不動産を手元に残し、食品部門を他に売

却するようなことも可能である。このように、買い手の見つかりやすい事業を

分割対象にすることや、現経営者が手元に残したい事業を選別することなどが

でき、柔軟性の高い手法であるといえる。 
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なお、分割後も残された事業は存続することとなるため、事業承継の場面で

は、分割後に清算を行うなどの処理が必要となる。他方で、会社分割は複数の

後継者への事業承継時にも活用可能である。 

 

（２）Ｍ＆Ａの手続き 

Ｍ＆Ａの手続きは、計画・調査等を行う準備（見える化、磨き上げ）の段階、

実行の段階、Ｍ＆Ａ後（ポストＭ＆Ａ）という 3 段階に分かれる。準備段階の

着眼点については、第二章において説明をしたとおりである。 

以下では、実行段階、Ｍ＆Ａ後（ポストＭ＆Ａ）の段階について触れることと

する。 

 

 ① Ｍ＆Ａの実行段階 

ここでは、簡単なフロー図（図表 22）を紹介することとするが、具体的なフ

ロー及びその着眼点については前述の事業引継ぎガイドラインを参照されたい。 

 

図表 22：M&A のフロー図 

 

 

② Ｍ＆Ａ後（ポストＭ＆Ａ） 

Ｍ＆Ａにおいては、その実行を最終目的とするのではなく、その後、いかに

経営統合を円滑に進め、統合の効果（＝シナジー）を最大化してゆくかという

視点が重要である。 

売り手側企業の役員・従業員や知的資産等を円滑に承継していくためには、

売り手・買い手両社の合意のもとに、売り手企業の旧経営者がＭ＆Ａ実施後に

一定期間顧問等として会社に残ることも有効である。 

 

（３）Ｍ＆Ａにおける企業評価 

Ｍ＆Ａにおいて、企業価値を評価する方法は、①時価純資産に着目したもの、

②収益やキャッシュ・フローに着目したもの、③市場相場に着目したもの等が
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あげられる。また、Ｍ＆Ａ実施の可能性を検討するにあたって、中小企業の企

業価値を簡易に算定する方法として、時価純資産による方法や、時価純資産に

のれん代（年間利益に一定年数分を乗じたもの）を加味した評価方法等が用い

られることが多い。 

ただし、企業価値は、算定する業種や事業規模、競争環境、市場の成長性等

の要因によって大きな影響を受けること、また、実際の譲渡価格は、譲り受け

側の資産状況やＭ＆Ａの緊急度、重要度等によっても左右されることから、算

定結果は、あくまでも価格交渉における目安の一つであることに留意する必要

がある。 

なお、Ｍ＆Ａにおける企業価値評価においては、相続税等を計算するための

株価評価とは大きく異なる金額となることが一般的であるため、留意すべきで

ある。Ｍ＆Ａにおける企業価値を簡易に知る方法として、Ｍ＆Ａ支援を専門に

行う民間企業等が提供している、無料で概算の評価額を試算するサービスを利

用することも有用である。 

 

（４）情報管理の徹底 

最後に、Ｍ＆Ａを実施する上では、適切に秘密を守り、情報の漏洩を防止す

るかということが極めて重要である。取引先等の第三者に対してはもちろん、

親族や社内の役員・従業員に対しても、知らせる時期・内容については十分に

注意する必要がある。 

手続きの途中で情報が漏洩した結果、それまで順調に進んでいたＭ＆Ａが突

然破談になってしまった事例も少なからず存在する。 

 

（５）社外への引継ぎに関する相談先 

社外への引継ぎに関する相談先としては、国の運営する「事業引継ぎ支援セ

ンター」が、窓口相談や後継者不在の中小企業に対するマッチング支援等の事

業を行っている。また、既にマッチングが完了している場合には、中小企業の

具体的な事情や現経営者の希望等により適切な手法は異なるため、早期に弁護

士等の専門家に相談すべきである。 

その他、近年は民間のＭ＆Ａ仲介会社等が中小企業向けサービスを多く提供

しているため、自社の状況に合わせた相談・依頼先を選定するよう留意すべき

である。 
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第四章 事業承継の円滑化に資する手法 

１．種類株式の活用 

想定される利用者 会社 

（１）種類株式の概要 

 平成 18 年に施行された現行会社法によって、種類株式活用の可能性が大きく

広がった。会社の個別的なニーズに対応して、様々な活用方法が考えられる。

近年、事業承継の円滑化を目的とした種類株式の活用が広がってきており、目

的に即した有効活用が望まれる。 

 種類株式とは、定款によってその種類ごとに異なる内容を定めた株式である

が、会社法では、以下の事項について異なる内容を定めることができるとされ

ている（会社法第 108 条）。 

 

 
 

異なる内容を定める事項 例

剰余金の配当
普通株式よりも優先して一定の剰余金の配当を受けることが

できる優先株式、逆に劣後する劣後株式など

残余財産分配

会社が破産又は清算した時の残余財産について、普通株主

よりも優先して分配を受けることができる優先株、劣後する劣

後株など

議決権を行使することが

できる事項

議決権を全く持たない無議決権株式や、取締役選任権のみ

を有する株式など

株式の譲渡
株式の譲渡について会社の承認を必要とする譲渡制限種類

株式

株主から会社への取得

請求権

株主が会社に対し、当該株主の保有する株式の買取を請

求することができる取得請求権付種類株式など

会社から株主への取得

請求権

株主の保有する種類株式について、一定の事由が生じたこと

を条件として、会社が強制的に当該株式を買い取ることがで

きる取得条項付種類株式など

株主総会特別決議による

当該種類の株式全部の

強制取得

株主総会特別決議により、強制的に当該種類の株式全部

を会社が取得できる全部取得条項付種類株式など

株主総会決議事項等に

関する拒否権

株主総会・取締役会決議事項について、当該種類の種類

株主総会における承認決議を必要とする拒否権付種類株

式など

種類株主総会での取締役

等の選解任

種類株主総会において取締役・監査役等を選解任すること

ができる選解任種類株式など

株主ごとの異なる取扱い

（種類株式ではない）

ある特定の株主についてのみ、1株1議決権の原則の例外を

定めることなど（Ａ株主が所有している株主については１株

１００議決権とする、など）
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上記の「株主ごとの異なる取扱い」については、近年、認知症等により現経

営者の判断能力が低下した場合への対応策としても注目されている。 

具体的には、例えば株式の大半を後継者に生前贈与し、先代経営者は１株だ

け保有している状態において、先代経営者が株主である限りは議決権を１００

個とする、としておき、さらに「（先代経営者）が医師の診断により認知症と診

断された場合においては、議決権は１個となる」旨を定めておけば、会社の意

思決定に空白期間が生ずることを防止することができるのである。 

なお、「株主ごとの異なる取扱い」は種類株式と異なって登記されないため、

外部からその存在や内容を知られることがないというメリットもある。 

 

（２）事業承継における種類株式の主な活用方法 

① 議決権制限種類株式 

 先代経営者の相続財産の大部分を株式が占める場合、後継者に株式を集中さ

せると、他の相続人から遺留分の主張が行われる可能性がある。そのため、後

継者には普通株式を相続させ、他の相続人には無議決権株式を相続させること

で、遺留分減殺請求による株式（議決権）分散リスクの低減を図ることが考え

られる。 

 

② 取得条項付種類株式 

 一般に、経営者以外の株主が死亡した場合、相続により株式が分散してしま

うことがある。そこで、「株主の死亡」を取得条項における条件としておくこと

で、株主が死亡した場合には会社がこれを買い取ることとし、株式の散逸を防

止することができるのである。 

 ただし、取得対価は分配可能額による財源規制を受けるため、注意が必要で

ある。 

 

③ 譲渡制限株式 

 当該種類の株式の譲渡について会社の承認を必要とする種類の株式であり、

現在では多くの中小企業が、すべての株式を譲渡制限株式としている（そのよ

うな会社を「株式譲渡制限会社」という）。 

これにより、例えば経営者以外の者がその保有する株式を、経営者にとって

は望ましくない第三者に売却しようとした場合、会社（株主総会や取締役会）

はこれを承認しない判断をすることにより、株式の分散を防止することができ

るのである。 

 

（３）種類株式の導入手続き 

株主総会の特別決議による定款変更が必要である。一例として、譲渡制限株

式を発行する場合の定款記載例を紹介する。 
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（株式の譲渡制限） 

第○条  当会社の発行する株式の譲渡による取得については、取締役会の承認

を受けなければならない。ただし、当会社の株主に譲渡する場合は、承認をし

たものとみなす。 

 

 なお、既発行の普通株式を種類株式に変更することも可能ではあるが、当該

株主の利益を害するおそれがあるため、全株主の同意が必要であるとされてい

る。 

種類株式の活用にあたっては、自社の状況や経営者の希望、株主の利益に配

慮した適切な設計と慎重な導入手続きが不可欠である。また、種類株式の承継

等に関する税務上の取扱いが明確でない部分も存在するため、早期に弁護士・

税理士等の専門家に相談すべきである。 

 

２．信託の活用 

想定される利用者 会社・（個人事業主） 

※以下、会社についてのみ説明 

（１）信託の概要 

 平成 18 年の信託法改正により、事業承継において信託を活用できる幅が大き

く広がった。信託は、信託契約の定め方によって自由な設計が可能であるとこ

ろにその特徴があるため、事業承継に際しても、先代経営者や後継者の希望に

沿った財産の移転が可能となった。 

 事業承継に際して活用される信託の典型として、「遺言代用信託」がある。こ

れは、先代経営者が死亡した場合の株式の承継について定めるもので、その名

の通り、遺言の作成に代わる手法として注目されている（図表 23）。 

  

図表 23：遺言代用信託のイメージ 
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 なお、前述した「株主ごとの異なる取扱い」の他に、信託も、認知症等によ

る経営者の判断能力低下への対応策として注目されている。 

具体的には、先代経営者の意思が確かなうちに、自社株式等についての信託

契約を締結し、その管理権限を受託者（後継者など）に移転しておくことによ

って、本人が認知症等になった場合の財産管理への影響を低減するものである。

この場合、信託財産は契約に基づいて管理されるため、先代経営者の意思が尊

重されることにも特徴がある。 

 

（２）信託の種類と事業承継における機能 

① 民事信託と商事信託 

 信託は、その受託者を誰にするかによって、民事信託（家族信託）と商事信

託の二つに大別できる。民事信託の場合は受託者について基本的に制限はない

が、商事信託においては信託業法による厳格な規制を受ける信託会社（信託を

業として行う者であり、内閣総理大臣の免許又は登録を受ける必要がある。）が

受託者となる。 

 

② 遺言代用（型）信託 

 遺言代用信託とは、経営者がその生前に、自社株式を対象に信託を設定し、

信託契約において、自らを当初の受益者として、経営者死亡時に後継者が議決

権行使の指図権と受益権を取得する旨を定めるものである。 

 これにより、①経営者が生前に後継者たる子による受益権の取得を定めるこ

とにより、後継者が確実に経営権を取得できる、②受託者による株主の管理を

通じて、先代経営者が第三者に株式を処分してしまうリスクを防止することが

できる、③先代経営者の死亡と同時に後継者が受益者となることから、遺産分

割等による経営の空白期間が生じない、といったメリットを享受できると指摘

されている。 

 

③ 他益信託 

 他益信託とは、経営者が信託契約において後継者を受益者と定めつつ、議決

権行使の指図権については経営者が保持する旨を定めるものである。 

 経営者は議決権行使の指図権を引き続き保持することにより経営の実権を握

りつつ、後継者の地位を確立させることができ、また議決権行使の指図権の移

転事由などについて、経営者の意向に応じた柔軟なスキーム構築が可能である。 

 

④ 後継ぎ遺贈型受益者連続信託 

 後継ぎ遺贈型受益者連続信託とは、経営者が自社株式を対象に信託を設定し、

信託契約において、後継者を受益者と定めつつ、当該受益者たる後継者が死亡

した場合には、その受益権が消滅し、次の後継者が新たに受益権を取得する旨
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を定めるものである。 

 これにより、先代経営者は後継者の次の後継者を定めておくことができ、柔

軟な事業承継を実現することができる。 

 

（３）信託の利用方法 

 民事信託・商事信託のいずれを採用するかによっても異なるが、いずれにし

ても法務・税務両面からの具体的な検討が不可欠である。また、民法との関係

や税務上の取扱いが明確でない部分も存在するため、早期に弁護士・税理士等

の専門家や信託会社の窓口等に相談すべきである。 

 

３．生命保険の活用 

想定される利用者 会社・個人事業主 

（１）事業承継における生命保険の活用 

前述のとおり、事業承継に際しては納税負担や引退後の生活資金の確保等の

課題に直面することとなる。近時、これらの課題への対応策として、生命保険

の活用が注目されている。 

 生命保険の活用方法は主に以下のとおりであるが、ここまでに述べた各手法

と組み合わせることで、事業承継における課題への柔軟な対応が可能となる。

他方で、契約者や被保険者、保険料の支払方法や保険金の受取方法の定め方に

よって得られる効果が異なってくるため、生命保険を活用する目的に応じた適

切な保険契約を締結する必要がある。長期間の保険料の支払いを前提とする場

合もあるため、早期に専門家等へ相談すべきである。 

 

（２）資産の承継における生命保険金の活用 

 まず、先代経営者が死亡した場合に支払われる死亡保険金には、相続税の計

算上一定の非課税枠があるため、これを相続税負担の軽減に活用することが考

えられ、受け取った保険金を納税資金に充てることもできる。 

 また、指定された死亡保険金受取人が受け取った死亡保険金は原則として遺

産分割の対象とならず、遺留分算定基礎財産にも含まれないというメリットも

ある。これにより、後継者は死亡保険金を確実に受け取ることができ、これを

納税資金や株式・事業用資産の買取資金として活用することができる。 

このように生命保険は、納税負担や遺産分割、遺留分といった課題に対応す

るための手法として活用することができる。 

 

（３）生命保険のその他の活用方法 

 まず、事業承継時に現経営者が直前する課題として、現経営者の引退後の生

活資金の確保が挙げられる。例えば年金型の生命保険を活用することによって、

かかる課題を一定程度解消することが考えられる。 
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 一方、会社においても、現経営者の死亡に伴い、死亡退職金の支払いや自社

株買取資金等を準備する必要が生ずる。このような事業承継に伴う資金需要に

ついても、会社を死亡保険金の受取人とした生命保険を活用することによって

対応することが可能である。 

 さらに、後継者等の相続人にとっては、たとえ死亡した先代経営者が現預金

等の流動資産を保有していたとしても、相続発生直後に現預金等を上記の資金

需要に充てることは、遺産分割等との関係で困難である場合が多い。この点、

死亡保険金は速やかに保険受取人に支払われるため、相続発生直後の資金需要

に活用できるというメリットがある。 

 

４．持株会社の設立 

想定される利用者 会社 

 近年、事業承継に際して持株会社を利用したスキームが用いられる事例が多

くなってきている。 

 このスキームは、後継者が持株会社を設立し、事業会社からの配当による返

済を前提として金融機関から融資を受け、この資金によって現経営者から株式

を買い取るといった手法である。この場合、持株会社が事業会社の株主となり、

現経営者のもとには株式売却の対価として現金が残ることとなる。 

同スキームを活用すると、先代経営者が死亡した際には株式ではなく現金が

相続されるため、遺産分割対策として、株式の分散を防止できるといったメリ

ットがあると言われている。 

一方、現経営者が株式を持株会社に譲渡する際、譲渡所得税等の課税を受け

る可能性があり、さらに、譲渡所得税等を差し引いた現金について後継者への

相続時に相続税の課税を受けることになるため、持株会社スキームでは相続税

の軽減効果は期待できないとの指摘がある。 

また、事業会社から持株会社への配当を金融機関への返済原資に充てること

を前提としているため、事業会社の業績悪化等により分配可能額33が必要な配当

額を割り込んだ場合、返済が滞ってしまうリスクがあることにも留意すべきで

ある。 

また近時は、必ずしも当事者の個別の状況に適さない持株会社スキームが利

用された結果、後日資金繰りに問題が発生するといった事例が報告されている。

当然、持株会社を活用した事業承継が一般的に問題であるということではない

が、同スキームに内在するリスクに留意の上、弁護士・税理士等の専門家への

相談等を通じて真に当事者にとって有益な手法を選択すべきである。  

                                                   
33 会社法上、剰余金の配当・自己株式の取得は、分配可能額の範囲内でのみ行うことがで

きる（会社法第 461 条）。決算日における剰余金（資産の額に自己株式の帳簿価額を加え、

負債の額と資本金および準備金の額、その他法務省令で定める各勘定科目に計上した額の

合計額を控除した額）をベースに、期中の剰余金の増減を反映した額。 
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第五章 個人事業主の事業承継 

１．個人事業主の事業承継における課題と対応 

 個人事業主であっても、その承継に際しては、会社形態の場合と概ね同様の

課題が存在する。 

ただし、個人事業主の場合、経営者が「その名」において事業を行い、取引

先や顧客との契約関係を持ち、事業用資産を「自ら」所有していることに、「経

営権」の本質があると考えられる。従って、真に経営の承継を実行するには、

前述のとおり形式的に「開業届」「廃業届」を提出するにとどまらず、それら契

約関係・所有関係の承継が不可欠なのである。この意味で、個人事業主におい

ては「人（経営）の承継」と「資産の承継」が表裏の関係にあるといえる。 

 

（１）人（経営）の承継 

 個人事業主と先代経営者の関係について、中小企業庁の実施した調査によれ

ば、先代経営者の子であるとの回答が 81.1％を占めるなど、親族内承継が約 9

割に達した（図表 24）。会社形態の中小企業における近時の状況と比較すると、

親族内承継の割合の高さが顕著である。 

 

図表 24：個人事業主と先代の関係34 

 

 

                                                   
34 （出典）（株）帝国データバンク「中小企業における事業承継に関するアンケート・ヒア

リング調査」（2015 年 2 月）再編加工 
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 このような実態を踏まえると、個人事業主においては、早期に「親族内」の

後継者を確保することが重要であり、後継者候補が「事業を承継したい」と思

えるような経営状態を確保することが不可欠であると考えられる。 

 後継者育成の手法としては、自社内で経験を積む内部昇格のパターンが 64％

と多く、他社経験を経るパターンも 54％存在する（図表 25）。業種等の事情に

応じて、適切な経験を積ませる必要があるものと考えられる。 

 

図表 25：個人事業主の就任経緯35   

 

 

 以上の他、親族や取引先等の関係者との早期・丁寧な調整や対話が必要不可

欠であることは、会社形態の場合と同様である。 

 

（２）資産の承継 

① 個人事業主の保有する事業用資産 

個人事業主においては、事業用資産は経営者個人の所有に属しており（又は

経営者個人が賃借）、事業の継続に必要な資産について、個々に後継者へ承継す

る必要がある。 

 個人事業主が保有する事業用資産の構成は下記グラフのとおりであり、土

地・建物の不動産で 6 割超を占める（図表 26）。この土地・建物について、例え
                                                   
35 （出典）（株）帝国データバンク「中小企業における事業承継に関するアンケート・ヒア

リング調査」（2015 年 2 月）再編加工 
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ば店舗兼住宅といった形で経営者個人の用と事業の用という二つの用途に用い

られている資産もあるため、事業用資産の承継のみならず、現経営者の個人資

産の承継についても同時に準備しなければならないことが多い。 

 

図表 26：純資産 4,800 万円※超の個人事業主が所有する事業用資産の構成36 

※4,800 万円：相続人が配偶者と子 2 人の場合の相続税の基礎控除額 

 

 

② 税負担への対応・分散の防止 

事業用資産の承継にあたっては、上記のとおり親族内承継が大半を占めてい

ることから、相続・贈与による場合が多いものと考えられる。従って、相続税・

贈与税の負担への配慮が重要であり、対応策としては会社形態の場合と同様で

ある。 

特に、個人事業主の所有する事業用資産のうち土地が大きな比重を占めてい

ることから、小規模宅地特例（詳細は 46 頁参照）が多く活用されている。 

 また、事業用資産が分散してしまった場合の影響は、会社形態の中小企業に

おいて株式が分散してしまった場合よりも表面化しやすい特徴がある。例えば、

先代経営者の死亡等により事業用資産である土地や建物、器具備品等が相続人

間で共有状態に陥ってしまった場合、後継者は当該資産の処分を伴う設備の更

新や業態転換等を自由に行うことが困難となる。 

 このような事態を回避するため、遺留分に配慮した生前贈与による早期の承

継や、遺言等の適切な活用を検討すべきである。 

                                                   
36 （出典）（株）帝国データバンク「中小企業における事業承継に関するアンケート・ヒア

リング調査」（2015 年 2 月）再編加工 
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 なお、近年は個人事業主においても社外の第三者へ事業承継を行うケースが

増えてきているとの指摘がある。その際は、事業の全部承継の手法が活用され

ている（事業譲渡に関する詳細は 63 頁以下参照）。 

 

（３）知的資産の承継 

個人事業主においても、事業の強みの源泉である知的資産を承継することは、

事業承継の成否を決する極めて重要な取組である。 

特筆すべきは、会社形態で様式を承継する場合のように事業承継前後で法人

格が維持されるわけではないため、事業遂行に必要な許認可等を後継者が取得

し直したり、取引先等との契約関係を引き継いだりする必要がある点である。

事業承継の準備段階から、専門家や支援機関の助言を得て、後継者による許認

可等の取得に向けた準備を行っておくことが、円滑な事業承継の観点からも有

益である。 

 

（４）後継者人材バンク 

一部の事業引継支援センターにおいては、後継者不在の個人事業主が営む事

業の第三者への承継を支援するため「後継者人材バンク」事業が行われている。

これは個人事業主の後継者問題の解決と同時に創業の促進を図るものである。 

事業スキームは、後継者不在の小規模事業者（主として個人事業主）と創業

を志す個人起業家をマッチングし、店舗や機械装置等を引き継ぐものである（図

表 27）。マッチング後の一定期間は起業家と先代経営者が共同経営を行うことに

よって、経営理念や蓄積されたノウハウ・技術等を引き継ぐとともに、地域の

顧客や仕入れ先、取引金融機関等との顔つなぎも併せて行うこととしている。 

後継者人材バンクは、有形・無形の経営資源を引き継ぐため、ゼロから起業

する場合に比べ、大幅に創業リスクを低減させることができるという特徴を有

している。 

後継者人材バンクを取り扱う事業引継ぎ支援センターは順次拡大している。 

 

図表 27：後継者人材バンクのスキーム図 
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【事例８】後継者人材バンクを活用した事業承継の成功事例 

（地域の飲食店が「後継者人材バンク」を活用して若者に引き継がれたケース） 

地元で 10 年以上焼き肉店を営む中小企業の社長Ａ（60 歳）は、加齢ととも

に、体調面に不安を感じはじめていた。後継者がいなかったため、商工会議所

に今後の対応を相談した。 

 一方、起業家Ｂ（22 歳）は、地元で中華料理店を創業するため、商工会議所

が主催する創業セミナーを受講し、開業の準備を進めていた。  

Ｂは、商工会議所から、Ａが後継者を探しているとの情報を得て関心を持ち、

事業引継ぎ支援センターの「後継者人材バンク」の活用を勧められたことから

登録を行った。 

その後、複数回の面談の場がもたれ、双方が基本合意に達したことから、税

理士や商工会議所の支援により事業承継計画が策定され、株式譲渡による事業

引継ぎが実施された。 

 Ａは、従業員や常連客、関係者に迷惑をかけずに済んだことに安堵して引退

した。 

 現在、同店は、若い店主に替わり、店内の一部改装や中華料理のエッセンス

を加えた新メニューの開発により、地元企業を中心とする常連客に加えて、学

生をはじめとする若年層の顧客も増えてきている。 
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第六章 中小企業の事業承継をサポートする仕組み 

１．中小企業を取り巻く事業承継支援体制 

これまで述べてきたように、60 歳以上の経営者に対して事業承継に向けた早

期・計画的な承継準備を促し、円滑な事業承継を実現することが喫緊の課題と

なっている。このような状況を踏まえ、国における支援制度の整備と歩調を合

わせるように、各支援機関において、中小企業の事業承継を支援しようとする

取組が浸透してきている。 

現状における事業承継支援は、商工会議所・商工会の経営指導員、金融機関

等の身近な支援機関をはじめ、税理士・弁護士・公認会計士等の専門家や、事

業引継ぎ支援センター等の公的・専門的な支援機関が、それぞれの立場から支

援業務に関与し、その役割を担っている。 

このように、中小企業経営者の周囲には、身近な支援機関から専門的な支援

機関まで、多様な支援機関が存在しているのである。中小企業経営者としては、

まずは金融機関や商工会・商工会議所の経営指導員をはじめ、顧問税理士・顧

問弁護士など、身近な支援機関に声を掛けてみることが、事業承継に向けた準

備の第一歩となる。 

しかしながら、各支援機関の取組は、中小企業からの個別の要請に対し、単

発の支援を行っている次元に留まっており、第二章で述べた、より良い事業承

継の実現に向けてステップを踏むような、切れ目の無い支援がなされていると

はいえない状況にある。 

このため、各々の支援機関が自らの専門分野に責任をもって取り組むことは

もちろん、支援機関相互の連携を図りつつ、ステップ毎の支援を切れ目無く行

う体制を構築する必要がある。 

具体的には、地域の将来に責任を有する都道府県のリーダーシップのもと、

地域に密着した支援機関をネットワーク化し、よろず支援拠点や事業引継ぎ支

援センター等とも連携する体制を国のバックアップの下で早急に整備すること

が強く期待される（図表 28）。 
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図表 28：支援体制のイメージ 
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２．支援機関同士の連携  

 上述した支援体制においては、地域に密着した支援機関が地域の事業承継ニ

ーズを掘り起こし、士業等の専門家が見える化・磨き上げや事業承継計画の策

定、法務・税務等に関する専門支援を提供し、個別の中小企業の抱える課題に

応じて国の専門機関が支援を提供する役割を担っている。 

都道府県のリーダーシップの下、これらの支援機関が有機的に連携し、例え

ば、ステップ毎の支援内容や取組状況等をカルテ化するといった方法で、支援

状況を関係者間で共有し得る環境を整備し、継続的にフォローアップを行う仕

組みを構築することが大切である。 

なお、事業承継支援を行うにあたって、中小企業に顧問の税理士、弁護士、

公認会計士等がいる場合、これらの専門家は専門的な知識を持つだけでなく、

中小企業の経営実態や沿革、社内・親族間の人間関係等にも精通しているため、

事業承継に向けた準備を実効的・効率的に進めるにあたって貴重な存在となり

得る。従って、顧問専門家等と協力し、その支援を得ながら支援を提供するこ

とは、円滑な事業承継を実現する上で有益なプロセスであると言える。 

 

３．事業承継診断の実施  

多くの中小企業経営者が、事業承継や後継者問題について相談する予定がな

い、相談相手がいないと考えていることを踏まえると、潜在的な事業承継ニー

ズの掘り起こしのためには、支援機関からの積極的なアプローチが不可欠であ

る。他方で、支援機関においても、現経営者のプライベートな領域に踏み込む

といった難しさがあることは既述のとおりである。 

そこで、支援機関において以下に説明する事業承継診断を活用し、経営者に

対して積極的なアプローチを行うことが期待される。 

事業承継診断とは、主に金融機関の営業担当者や商工会・商工会議所等の担

当者が顧客企業等を訪問する際、診断票に基づく対話を通じ、経営者に対して

事業承継に向けた準備のきっかけを提供する取組である。 

事業承継診断は、地域の支援機関のネットワークを中心に組織的に実施され

ることが望ましく、診断の実施に向けて、中小企業との関係性や専門分野が異

なる様々な支援機関が意識を共有して連携し、支援体制を構築する必要がある。 

 事業承継診断の実施にあたっては、経営者の潜在ニーズを拾い上げるために

行われることから、対象となる経営者は膨大な数にのぼると見込まれること、

診断のために時間を割くのではなく、日頃の支援活動の中で実施することなど

から、可能な限り簡潔に、短時間で実施できる方法をとるべきである。 

 例えば、経営者にとって身近な支援機関においては、日常の経営者との関わ

りの中で、概ね 60 歳以上の経営者に対し、事業承継診断票（相対用）に基づい

て、対面で診断を実施することが想定される（所要 10 分程度）。 
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※末尾に診断票を収録 

 

 支援機関は、診断結果を踏まえ、経営者が次の支援ステップ（見える化、磨

き上げ、事業承継計画の策定、Ｍ＆Ａ等）に進むことができるよう、最適な専

門家や相談窓口や、支援施策等の紹介を行うことが望ましい。 

 また、よろず支援拠点においては、経営相談等に来訪した 60 歳以上の事業者

に対して診断を行うこととし、適切な支援サービスの提供や支援機関の紹介を

行う。 

 なお、事業引継ぎ支援センターにおいては、ダイレクトメールによる事業承

継診断を実施しており、中小企業経営者が自身の置かれた状況を把握し、積極

的に事業承継に向けた準備を始めることが期待される。 

 

 

※末尾に診断票を収録 
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なお、事業承継診断に関する既存の取組として、インターネットを活用して

誰でも簡易診断を行うことができるよう取り組んでいる先進的な事例が存在す

る（図表 29）。今後は国や各地域において、このような事例を参考に、事業承継

診断をより工夫した形で実施されることも、望ましいものである。 

 

図表 29：web による事業承継診断（大阪産業創造館）37 

 

 

４．創業・事業再生との連携 

これまで事業承継のあり方、手法等について論じてきたが、企業のライフサ

イクルである創業、事業再生、事業承継の各ステージは、互いに密接に連関し

ており、これらを一体として支援することで、より大きな効果が得られるもの

と期待される。 

中小企業・小規模事業者数の減少に歯止めをかけ、我が国の経済・社会基盤

を将来にわたって強固なものにするため、従前の事業承継支援に加え、事業承

継と創業、事業承継と事業再生の連携強化を推進していくことが必要となって

いる。 

 

                                                   
37 （出典）大阪産業創造館ホームページ：https://www.sansokan.jp/sob/quiz/ 
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（１）創業との連携 

現在、多くの市区町村が雇用の拡大や地域経済の活性化・成長・発展等を目

的として積極的に創業支援に取り組んでいる。 

一方、必ずしも業況が悪くないにも関わらず、後継者不在により廃業を余儀

なくされる小規模事業者が多数存在する。 

このため、創業希望者と後継者不在の小規模事業者をマッチングさせること

によって、経営資源の有効活用に加え、地域の創業率を向上させ、中小企業の

減少に歯止めをかけることが可能となる。 

具体的には、先に述べた「後継者人材バンク」を活用して、起業家情報を有

する市区町村及び創業支援機関と各地の事業引継ぎ支援センターが連携を深め

ることで、地域経済の活性化に大きく貢献することが期待される。 

 

（２）事業再生との連携 

一般的に債務超過に陥っている中小企業は、後継者候補がいる場合であって

も過剰債務が敬遠され、事業承継が進まない状態になっている場合が多い。他

方、こうした中小企業の中にも、突出した技術力や特許・ノウハウ等を有し、

ニッチなマーケットで相当なシェアを有している中小企業が一定程度存在する。 

経営の悪化は、経営者の手腕によるものであることも多いが、特に中小企業・

小規模事業者にあっては、外部的な経営環境等の急変等の影響を受けやすいた

め、出会い頭に致命傷を受けることが起こり得る。 

このため、債務超過であっても大きな成長が見込まれる中小企業については、

再生支援協議会と事業引継ぎ支援センターとが企業情報の交換等を活発に行い、

事業継続に向けた支援を強化していく必要がある。 

 

５．事業承継のサポート機関  

（１）主な士業等専門家 

① 税理士 

税理士は、顧問契約を通じて日常的に中小企業経営者との関わりが深く、決

算支援等を通じ経営にも深く関与している。経営者向けアンケートにおいても、

事業承継の相談先のトップに位置しており、また、一部税理士会においては、

後継者不在の中小企業に対するＭ＆Ａ支援に着手するなど積極的な事業承継支

援を行っており、主体的な関与が期待される。今後も、経営者に最も近い存在

として、事業承継ニーズの掘り起こしの他、相続税に関する助言や株価の評価、

生前贈与のやり方や種類株式の発行に関する助言、中小企業会計要領・中小企

業会計指針の導入支援等、事業承継に関係する幅広い領域にわたる支援が期待

される。 

【連絡先】 

 最寄りの税理士会（全国 15 箇所に所在）又は日本税理士会連合会 
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日本税理士会連合会 ℡：03-5435-0931（代） 

          http://www.nichizeiren.or.jp 

 

② 弁護士 

弁護士は、中小企業や経営者の代理人として、事業承継を進めるにあたり、

経営者と共に金融機関や株主、従業員等の利害関係者への説明・説得を行い、

円滑な事業承継を進める役割を担う。 

とりわけ、株主関係が複雑な場合や、会社債務・経営者保証等に関する金融

機関との調整・交渉が必要な場合、Ｍ＆Ａを活用する場合等においては、法律

面全般の検討と課題の洗い出し、それらを踏まえたスキーム全体の設計、契約

書をはじめとする各種書面の作成といった支援が期待される。 

また、日本弁護士連合会は、事業承継に関するプロジェクトチームを設置し、

中小企業の事業承継に関する課題分析と改善策の検討、有用なスキーム・事例

の周知活動、具体的な相談体制の整備等に取り組んでいる。 

【連絡先】 

 最寄りの弁護士会（各都道府県に所在）又は日本弁護士連合会 

 日本弁護士連合会 ℡：03-3580-9841 

                    http://www.nichibenren.or.jp 

 【中小企業に関する相談受付窓口】 

  ひまわりほっとダイヤル ※初回 30 分無料（一部都道府県を除く） 

           ℡：0570-001-240  http://www.nichiben.or.jp/ja/sme/ 

 

③ 公認会計士 

公認会計士は、監査及び会計の専門家として、財務書類の監査証明業務のほ

か、財務に関する調査や相談に応じており、事業承継の様々な場面で、広い見

識に基づく支援が期待できる。特に、経営状況・課題の把握（見える化）や経

営改善（磨き上げ）といったプレ承継をはじめ、非上場株式の評価・Ｍ＆Ａに

おける売却価格試算等の複雑な状況での公正な評価（「企業価値評価ガイドライ

ン」等参照）、経営者の個人保証の解除、適正な会計（中小企業会計要領や中小

会計指針ほか）の導入支援といった、将来の事業展開も踏まえた幅広い助言が

期待できる。 

また、日本公認会計士協会では平成 26 年に中小企業施策調査会を発足し、中

小企業支援活動を組織的に開始した。平成 27 年には、事業承継支援専門部会が

設置され、今後、事業承継支援に積極的に取り組んでいくことが期待できる。 

【連絡先】 

 日本公認会計士協会 自主規制・業務本部 ℡：03-3515-1160 

                     http://www.jicpa.or.jp 

地域会（全国 16 箇所に所在、各都道府県に単位会あり） 

 

http://www.nichizeiren.or.jp/
http://www.nichibenren.or.jp/
http://www.nichiben.or.jp/ja/sme/
http://www.jicpa.or.jp/
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④ 中小企業診断士 

中小企業診断士は、「中小企業支援法」に基づき、中小企業のホームドクター

として、様々な経営課題への対応や経営診断等に取り組んでいる。 

事業承継に関しては、事業承継診断やプレ承継支援（事業承継計画の策定支

援、後継者教育支援、磨き上げ支援等）、ポスト承継支援の他、Ｍ＆Ａ等に関わ

る支援も期待される。 

【連絡先】 

 最寄りの支部（各都道府県に所在）又は（一社）中小企業診断協会 

 （一社）中小企業診断協会 ℡：03-3563-0851（代） 

                 http://www.j-smeca.or.jp 

 

（２）金融機関 

金融機関は、中小企業に日常的に接して経営状況を把握しており、中小企業

に対してきめ細やかな経営支援等を実施し得る立場にある。 

また、金融機関が取引先企業の事業実態を理解し、そのニーズや課題を把握

し、経営課題に対する支援を組織的・継続的に実施することは、取引先企業の

価値向上、ひいては我が国経済の持続的成長につながるとともに、金融機関自

身の経営の安定にも寄与するものである。 

このような観点から、金融機関は取引先中小企業の事業承継問題に対しても

積極的な支援を実施することが期待される。金融庁は平成 28 年 9 月、金融機関

が金融仲介機能の発揮状況を客観的に評価するための指標として「金融仲介機

能のベンチマーク」を公表しており、同ベンチマークにおいても、「本業（企業

価値の向上）支援・企業のライフステージに応じたソリューションの提供」に

ついての取組状況を評価するための選択ベンチマークの一つとして「事業承継

支援先数」が掲げられている。 

以上のとおり、取引先中小企業の事業承継支援など本業支援・企業のライフ

ステージに応じたソリューションの提供は金融機関が実施することが期待され

る取組であり、今後はさらに充実していくものと考えられる。 

具体的には、地域経済の活性化の視点を踏まえ、日々の渉外活動の中で、経

営者に対して事業承継に向けた準備を促すことが望ましい。さらに進んで、セ

ミナー・訪問等による情報提供や専門家の紹介、Ｍ＆Ａマッチングの実施、株

式の取得や後継者による新しい取組等に必要な資金需要への対応といった、

個々の中小企業の具体的事情・事業承継の段階に応じた支援を行うことが期待

される。 

 

 

http://www.j-smeca.or.jp/
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（参考）金融仲介機能のベンチマーク38 

 金融庁は、金融機関が、自身の経営理念や事業戦略等にも掲げている金融仲

介の質を一層高めていく取組みの進捗状況や課題等について客観的に自己評価

することが重要である等の考えの下、「金融仲介の改善に向けた検討会議」での

議論等も踏まえ、金融機関における仲介機能の発揮状況を客観的に評価できる

多様な指標（金融仲介機能のベンチマーク）を策定・公表した。 

 評価指標としては、全ての金融機関が金融仲介の取組みの進捗状況や課題等

を客観的に評価するために活用可能な「共通ベンチマーク」と、各金融機関が

自身の事業戦略やビジネスモデル等を踏まえて選択できる「選択ベンチマーク」

を提示している。 

 同ベンチマークは、上記の自己点検・評価等における活用の他、積極的かつ

具体的な開示により企業との間の情報の非対称性の解消に努めること、及び、

それぞれの金融機関の自主的な創意工夫により、企業価値の向上に資する取組

を検討・実施すること等への活用が期待されている。 

【連絡先】 

  各金融機関のホームページ参照 

 

（３）商工会議所・商工会 

 商工会議所・商工会は、経営指導員の日々の巡回指導等を通じて中小企業経

営者との間に信頼関係を構築している身近な存在である。このため、事業承継

ニーズの掘り起こしの他、事業承継セミナーの開催や事業承継施策に関する情

報提供、専門家の紹介、事業引継ぎ支援センターとの連携等が期待される。  

【連絡先】 

   最寄りの商工会議所（全国 515 箇所に所在）又は日本商工会議所、最寄り

の商工会（全国 1,661 箇所に所在）・都道府県商工会連合会（各都道府県に

所在）又は全国商工会連合会 

   全国の商工会議所 

                    http://www5.cin.or.jp/ccilist 

    日本商工会議所 ℡：03-3283-7917 

                    http://www.jcci.or.jp/ 

   都道府県商工会連合会 

                    http://www.shokokai.or.jp/?page_id=1754 

   全国商工会連合会 ℡：03-6268-0088 

                    http://www.shokokai.or.jp/ 

 

                                                   
38 金融庁ホームページ参照（http://www.fsa.go.jp/news/28/sonota/20160915-3.html） 

http://www5.cin.or.jp/ccilist
http://www.jcci.or.jp/
http://www.shokokai.or.jp/?page_id=1754
http://www.shokokai.or.jp/
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（４）同業種組合 

 同業種組合としては、全国中小企業団体中央会の会員団体が 27,000 超存在し

ており、事業承継セミナーの開催等を通じた情報提供や、組合内の後継者不在

の中小企業を支援機関に紹介する等の役割が期待される。 

【連絡先】 

 全国中小企業団体中央会 ℡：03-3523-4901（代）   

http://www.chuokai.or.jp/index.aspx 

 

（５）認定経営革新等支援機関 

「中小企業等経営強化法」に基づき、専門性の高い中小企業支援を行うため

に認定された支援機関（士業等専門家、金融機関、商工会・商工会議所、民間

企業など）。税務、金融、財務に関する面を中心に、経営の見える化支援や磨き

上げ支援等を実施している。 

「中小企業等経営強化法」の基本方針の中では、以下のような事業承継に係

る記載がある。認定経営革新等支援機関には、経営革新等支援業務の実施に当

たり、本ガイドラインを踏まえ、事業承継に向けた取組促進の役割が期待され

ている。 

 

・経営革新等支援業務の実施に当たって配慮すべき事項 

認定経営革新等支援機関は、経営革新等支援業務の実施に当たって、「事業承

継ガイドライン」を踏まえて、中小企業に対して計画的な事業承継に向けた取

組を促すことにより、中小企業の事業承継を契機とした経営力向上を支援する

こと。  

「中小企業等経営強化法」基本方針 一部抜粋 

【連絡先】 

認定経営革新等支援機関一覧 

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kyoku/ichiran.htm 

 

（６）公的機関 

① 事業引継ぎ支援センター 

後継者不在の中小企業の事業引継ぎを支援するため、平成 23 年度から開始し

た事業であり、全国の事業引継ぎ支援センターにおいて、事業承継に関する幅

広い相談対応やＭ＆Ａのマッチング支援を実施している。 

【連絡先】 

事業引継ぎ支援センター一覧 

http://shoukei.smrj.go.jp/ 

 

 

http://www.chuokai.or.jp/index.aspx
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kyoku/ichiran.htm
http://shoukei.smrj.go.jp/
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② 中小企業再生支援協議会 

財務上の問題を抱えているものの、事業の収益性があり事業再生の意欲を有

する中小企業を支援するため平成 15 年度から開始した事業である。全国の再生

支援協議会が事業再生に係る相談対応や再生計画策定支援を行い、事業再生支

援を行っている。 

【連絡先】 

再生支援協議会一覧 

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/leaflet/l-2015/05saiseiall.pdf 

 

③ 独立行政法人中小企業基盤整備機構 

中小企業の支援機関が、事業承継の支援体制を構築していくにあたり、必要

な助言や、支援機関の課題解決に資する講習会を開催している。また、経営者

向けセミナー、フォーラムの開催、中小企業大学校における後継者研修等を通

じて、中小企業経営者（後継者）の意識喚起や支援制度の周知・広報、後継者

教育を行っている。さらに、事業引継ぎ支援センターやよろず支援拠点、中小

企業再生支援協議会の全国本部を設置している。 

【連絡先】 

（独）中小企業基盤整備機構 ℡：03-3433-8811 

http://www.smrj.go.jp/index.html 

 

④ よろず支援拠点 

中小企業・小規模事業者に対し、一歩踏み込んだ専門的な助言を行うため、

平成２６年６月から、ワンストップ相談窓口を各都道府県の中小企業支援セン

ター等に設置している。 

よろず支援拠点においては、在籍する事業承継の専門家が相談対応を行うほ

か、より専門性の高い課題や事業承継計画の策定支援等に関しては、外部専門

家の紹介も行っている。 

【連絡先】 

よろず支援拠点一覧 

http://www.smrj.go.jp/yorozu/087939.html 

 

⑤ 中小企業庁・経済産業局 

中小企業庁では、経営承継円滑化法に基づく遺留分に関する民法の特例、金

融支援、事業承継税制といった基盤的な制度の整備や、後継者不在の中小企業

に対してＭ＆Ａ等を活用した後継者マッチングを行う事業引継ぎ支援事業、支

援施策等の普及・啓発等、事業承継の円滑化のための総合的な施策を講じてい

る。 

また、経済産業局においても、地域の支援機関や自治体等との連携のもと、

事業承継の円滑化に資する施策を講じている。 

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/leaflet/l-2015/05saiseiall.pdf
http://www.smrj.go.jp/index.html
http://www.smrj.go.jp/yorozu/087939.html
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・中小企業の事業承継の円滑化に向けた環境整備 

国は、中小企業が事業承継を契機として経営力向上に向けた取組を行うこと

ができるよう中小企業が事業承継を円滑に行うことができる環境を整備するも

のとする。 

「中小企業等経営強化法」基本方針 一部抜粋 

【連絡先】 

 中小企業庁 ℡：03-3501-1511（代） 

http://www.chusho.meti.go.jp/ 

 経済産業局 http://www.meti.go.jp/intro/data/a240001j.html 

 なお、平成 29 年 4 月（予定）から、事業承継税制等に関する認定事務が都道

府県に移譲されることから、留意が必要である。  

http://www.chusho.meti.go.jp/
http://www.meti.go.jp/intro/data/a240001j.html
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第七章 おわりに 

（以 上） 
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＜事業承継診断票（相対用）＞ 

  

取扱い支援機関名：

経営者の年齢：　　　　歳　　　　　　　　　　　　業種：

従業員数：　　　　　　人　　　　　　　　　　　　売上：                百万円

Q1 会社の１０年後の夢について語り合える後継者候補がいますか。

※「はい」→Q2、「いいえ」→Q7へお進みください。

Q2

※「はい」→Q3～Q6、「いいえ」→Q8～Q9をお答えください。

Q3

Q4

Q5 事業承継に向けた準備（財務、税務、人事等の総点検）に取りかかっていますか。

Q6

Q7

Q8

Q9

Q10

Q11

Q10～Q11

企業名：

で１つ以上「いいえ」と回答した方・・・事業引継ぎ支援センターにご相談ください。

事業承継の準備を相談する先がありますか。

それは誰ですか？

【　　　            　　】

※「はい」→Q8～Q9、「いいえ」→Q10～Q1１をお答えください。

事業を売却や譲渡などによって引継ぐ相手先の候補はありますか。

事業の売却や譲渡などについて、相談する専門家はいますか。実際に相談を行っていますが。

はい いいえ

はい いいえ

それは誰ですか？
はい

【　　　            　　】
いいえ

で１つ以上「いいえ」と回答した方・・・企業の存続に向けて、具体的に事業承継についての課題の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　整理や方向性の検討を行う必要があります。

で１つ以上「いいえ」と回答した方・・・円滑に事業承継を進めていくために、事業承継計画の策定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　による計画的な取り組みが求められます。

はい いいえ

Q3～Q6

Q8～Q9

はい いいえ

はい いいえ

事業承継を行うためには、候補者を説得し、合意を得た後、後継者教育や引継ぎなどを行う準備期間が
必要ですが、その時間を十分にとることができますか。

親族内や役員・従業員等の中で後継者候補にしたい人材はいますか。

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

候補者に対する経営者教育や、人脈・技術などの引継ぎ等、具体的な準備を進めていますか。

はい いいえ

未だに後継者に承継の打診をしていない理由が明確ですか。（後継者がまだ若すぎる　など）

事業承継ヒアリングシート

はい いいえ

はい いいえ

役員や従業員、取引先など関係者の理解や協力が得られるよう取組んでいますか。

【　　　            　　】

それは誰ですか？

候補者本人に対して、会社を託す意思があることを明確に伝えましたか。
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＜事業承継診断票（自己診断用）＞ 
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＜事業承継計画の様式＞ 

 

 

 

基

本

方

針

現在 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目 １０年目

会

社

社内

社外

補足

【注意】計画の実行にあたっては専門家と十分に協議した上で行ってください。

※様式は独立行政法人中小企業基盤整備機構のサイト（http://www.smrj.go.jp/keiei/jigyoshokei/057111.html）から入手可能。

持株（％）

後

継

者

年齢

役職

後

継

者

教

育

持株（％）

事

業

計

画

売上高

経常利益

定款

・

株式

・

その他

現

経

営

者

年齢

役職

関係者の

理解

後継者教育

株式・財産

の分配

社名 後継者 親族内　　・　　親族外

項目
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    ＜事業承継計画の記入例＞ 

 

  

基

本

方

針

現在 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目 １０年目

8億円 9億円 12億円

3千万円
3千

5百万円
5千万円

会

社

相続人に

対する

売渡請求

の導入

親族保有

株式を

配当優先

株式化

60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳

社長 会長 相談役 引退

家族会議
社内へ

計画発表

取引先・

金融機関

に紹介

役員の

刷新

公正証書

遺言作成

70% 65% 60% 55% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

事業承継

税制

33歳 34歳 35歳 36歳 37歳 38歳 39歳 40歳 41歳 42歳 43歳

取締役 専務 社長

社内

社外
外部の

研修受講

経営

革新塾

0% 5% 10% 15% 20% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

事業承継

税制

補足

・5年目の贈与時に事業承継税制の活用を検討。

・遺留分に配慮して遺言書を作成（配偶者へは自宅不動産と現預金、次男・長女へは現預金を配分）。

・一郎以外の株主（次男・長女）の保有株式を配当優先株式化することで均衡を図る。

【注意】計画の実行にあたっては専門家と十分に協議した上で行ってください。

持株（％）

後

継

者

年齢

役職

後

継

者

教

育

持株（％）

事

業

計

画

売上高

経常利益

定款

・

株式

・

その他

現

経

営

者

年齢

役職

関係者の

理解

後継者教育

個人財産

の分配

社名 中小株式会社 後継者 親族内　　・　　親族外

①中小太郎から、長男一郎への親族内承継

②５年目に社長交代（代表権を一郎に譲り、太郎は会長へ就任し10年目には完全に引退）

③10年間のアドバイザーを弁護士と税理士に依頼

項目

後継者とコミュニケーションをとり、経営理念、ノウハウ、ネットワーク等の自社の強みを承継

毎年贈与（暦年課税制度）

工場 営業部門 本社管理部門

経営者とコミュニケーションをとり、経営理念、ノウハウ、ネットワーク等の自社の強みを承継

毎年贈与（暦年課税制度） 納税猶予
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事業承継を中心とする事業活性化に関する検討会 委員名簿 

（敬称略） 

 

【座長】 

品川 芳宣  筑波大学名誉教授 

 

【委員】 

荒井 恒一  日本商工会議所 理事・産業政策第一部長 

飯野 一宏  株式会社日本Ｍ＆Ａセンター 上席執行役員 

後  宏治  税理士・公認会計士（税理士法人ＵＡＰ パートナー） 

榎本 陽介  全国商工会連合会 企業支援部長 

及川 勝   全国中小企業団体中央会 政策推進部長 

大山 雅己  独立行政法人中小企業基盤整備機構  

事業承継・引継ぎ支援センター 事業承継コーディネーター 

河原 万千子 公認会計士・税理士（日本公認会計士協会 中小企業施策調査 

会副委員長、事業承継支援専門部会長、協和監査法人） 

神林 克明  公認会計士・税理士（日本公認会計士協会 租税調査会副委員 

長、公認会計士神林克明事務所） 

城所 弘明  公認会計士・税理士・行政書士（城所会計事務所所長） 

篠山 雅弘  信金中央金庫 中小企業支援部 次長 

渋谷 雅弘  東北大学法学研究科教授 

清水 至亮  静岡県事業引継ぎ支援センター 統括責任者 

瀬上 富雄  税理士（日本税理士会連合会 専務理事） 

瀬戸 正徳  墨田区（すみだ中小企業センター 館長） 

髙井 章光  弁護士（日弁連中小企業法律支援センター事務局長、髙井総合 

法律事務所） 

田中 常雅  醍醐ビル株式会社代表取締役社長（日本商工会議所 税制委員 

長） 

玉越 賢治  税理士（税理士法人タクトコンサルティング代表社員） 

内藤 博   中小企業診断士（事業承継センター株式会社代表取締役ＣＥＯ） 

長島 剛   多摩信用金庫 価値創造事業部 部長 

水野 紀子  東北大学法学研究科教授 

山本 昌弘  明治大学商学部教授 

幸村 俊哉  弁護士（東京丸の内法律事務所） 

吉田 康夫  全国商店街振興組合連合会 専務理事 

綿貫 豊   一般社団法人全国青色申告会総連合 理事・事務局長 
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事業承継ガイドライン改訂小委員会 名簿 

（敬称略） 

 

【委員長】 

山本 昌弘  明治大学商学部教授 

 

【委員】 

荒井 恒一  日本商工会議所 理事・産業政策第一部長 

飯野 一宏  株式会社日本Ｍ＆Ａセンター 上席執行役員 

榎本 陽介  全国商工会連合会 企業支援部長 

大山 雅己  独立行政法人中小企業基盤整備機構   

事業承継・引継ぎ支援センター 事業承継コーディネーター 

河原 万千子 公認会計士・税理士（日本公認会計士協会 中小企業施策調査 

会副委員長、事業承継支援専門部会長、協和監査法人） 

岸田 康雄  公認会計士・税理士・中小企業診断士（事業承継コンサルティ 

ング株式会社 代表取締役社長） 

城所 弘明  公認会計士（城所会計事務所所長） 

品川 芳宣  筑波大学名誉教授 

清水 至亮  静岡県事業引継ぎ支援センター 統括責任者 

瀬上 富雄  税理士（日本税理士会連合会 専務理事） 

瀬戸 正徳  墨田区（すみだ中小企業センター 館長） 

髙井 章光  弁護士（日弁連中小企業法律支援センター事務局長、髙井総合 

法律事務所） 

玉越 賢治  税理士（税理士法人タクトコンサルティング代表社員） 

内藤 博   中小企業診断士（事業承継センター 代表取締役） 

根津 高博  多摩信用金庫 価値創造事業部 主任調査役 

幸村 俊哉  弁護士（第二東京弁護士会副会長、東京丸の内法律事務所） 

 

 


